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Ⅰ．はじめに

当研究会は、わが国におけるＩＩＡ国際基

準（以下、基準）に基づく内部監査の品質評

価を研究することを目的に発足したＣＩＡフ

ォーラムNo.５－Ａから、2007年１月に独立

した。月例の研究会では、メンバーが過去に

経験又は見聞してきた実務事例を持ち寄って

意見交換し、内部監査の品質向上に資する取

り組みを模索している。

本報告は、2010年９月７日に開催された（社）

日本内部監査協会主催の第44回内部監査推進

全国大会の個別研究会で、これまでの議論の

経過と結果を中間発表として公表した後、寄

せられた意見等を勘案しながら、メンバーで

再度レビューを加えたものである。

この研究を始めるきっかけは、基準でいう

Engagement（内部監査の個々の業務、当研

究会での呼称は「個別監査」）に関係の深い

３つの用語、すなわち「監査調書」並びに広

義の監査調書に含まれる「監査報告書」及び

「監査プログラム」にメンバーの関心が集まり、

文言は共通でも実務における使い方や内容に

かなりばらつきがあると気付いたことであっ

た。そして、基準への適合性を高めたり、監

査業務を改善したりするために、内部監査の

品質評価者としての意見やアドバイスを評価

対象先から求められたとき、どのような対応

が望ましいかを示すために書式等の事例が必

要であるとの意見が一致し、検討が始まった。

以下にその検討結果を述べるが、実務事例

の比較・分析から得られた推奨事例の紹介に

とどまらず、基準に凝縮された内部監査人の

先達の英知を探り出し、それらに基づき、品

質評価の観点で近い将来に目指すべき方向性

の提示を意図したものであることをあらかじ

めお断りしておく。

加えて、研究を進める上で、「監査調書」

と「監査プログラム」については、本文Ⅱと

Ⅴに記載のとおりの定義を用い、「改善提案」

は、発見事項（事実、原因、残余リスク）に

基づいて、内部監査部門が監査対象先に行う
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ものとし、また、「措置回答」は、

監査対象先自らが改善提案に同意

するか否かの表明と、同意する場

合、監査対象先が改善提案を参考

に策定し内部監査部門に提出する

「改善措置のための計画（＝改善計

画）」を含むものとして取り扱っ

ていることにご留意願いたい。

Ⅱ．監査調書（広義）として
ファイルされている帳票類の
調査

議論の端緒は監査調書（広義）であった。

「どんな帳票がファイルされているか」を書

き出したところ、約60アイテムに及んだ（添

付資料①参照）。更にそれらを個別監査の段

階（個別計画策定、実地監査、報告書作成、

報告書発行後のモニタリング）に分類した結

果、監査対象先からの改善計画が、報告書作

成と報告書発行後のモニタリングの両段階に

現れたことに注目が集まった。

その理由を調べてみると、監査報告書に改

善計画を記載する場合と、記載しない場合が

あり、個別監査の進め方に違いがあるからだ

ということが判った。次に、具体的にどのよ

うな違いがあるのかを解明するために個別監

査フロー図を作成した。

Ⅲ．改善計画の記載の有無と
個別監査フローの違い

１．２つの個別監査フローの比較
２種類の個別監査フローを簡素化した図表

１により説明する。この図では、個別監査実

施の４つの段階のうちの「実地監査」、「監査

報告書作成」、「報告書発行後のモニタリング」

を左端に示し、その右に監査報告書に改善計

画を記載するか、記載しないか、それぞれの

場合において、内部監査部門（以下、監査部

門）と監査対象先との「改善提案」と「改善

計画」の授受、そして「監査報告」の発行の

流れを示している。

記載する場合、監査部門は、「（2）実地監査」

の段階の後半に改善提案をまとめ、監査対象

先に提出する。監査対象先はこれを受け取っ

て改善計画を策定し、「（3）監査報告書作成」

の段階の半ばに監査部門に提出する。監査部

門は、監査報告書発行前に改善計画を受領し

ているから、監査報告書への改善計画の記載

が可能となる。

一方、記載しない場合は、まず、監査部門

が改善提案を監査報告書に記載し、監査対象

先に通知する。監査対象先はそれを受け取っ

て改善計画を策定し、「（4）報告書発行後のモ

ニタリング」の段階で、改善計画を監査部門

に提出する。監査部門は監査報告書の発行後

に改善計画を受領するので、当然、監査報告

書に改善計画は記載されない。つまり、改善

提案と改善計画の授受の時期の違いが、改善

計画を記載する／しないに関係付けられるこ

とが判明した。

２．２つの個別監査フローの論点
次に、監査報告書に改善計画を記載するか、

記載しないか、それぞれの立場に分かれ、メ

ンバー間で議論を行った結果を３つの論点に

整理して述べる（図表２参照）。

論点（1）：「改善計画を記載する意義」

記載する派の主張は、「監査報告書によっ

て、監査部門による発見事項と改善提案、及

●

段階�
監査報告書に�

改善計画を記載する� 改善計画を記載しない�
監査対象先� 監査部門� 監査対象先� 監査部門�

（２）�実地監査�

（3）�監査報告書作成�

（4）�報告書発行後の�
モニタリング�

改善提案�

改善計画�

監査報告�
監査報告�

（報告受領）�改善計画�

（改善提案あり）�

＜図表１＞２つの個別監査フロー比較
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び監査対象先が策定した改善計画をセットで

社長に伝えることができ、監査対象先の改善

への取り組みも理解してもらえる」というも

ので、社長へ安心感を届けられるということ

であった。

一方、記載しない派の主張は、「社長の支

持を得ることにより、監査対象先が改善提案

を受け入れ、改善計画を策定することが促進

される」というもので、「社長が改善提案を

承認した後、監査対象先が改善計画の策定に

入り、それを監査部門が支援する」との考え

方による。

論点（2）：「いつ、どのように、社長に改善

計画を報告するか」

記載する派は、監査報告書に監査対象先の

改善計画を記載しているので、改めて報告を

要しないのは自明であるが、記載しない派で

は、社長に報告する／しないの２つのケース

に更に分かれた。前者は、監査報告書発行後

の定期報告会等で改めて改善計画を報告する

とし、後者は、改善計画の評価は監査部門の

責任領域につき、社長への改善計画の報告を

求められていないとの理由を挙げた。

論点（3）：「監査報告書発行のタイミング」

これは、記載しない派が、「監査部門が監

査対象先の改善計画を待っていては、監査報

告書の発行が遅くなるのではないか？」と記

載する派に投げかけたもので、これに対し記

載する派は、「改善計画を早めに入手すれば

遅くならない」と応じた。

これらの議論を通じて、改善計画の記載の

有無は、個別監査の進め方の違いのほかに、

社長の内部監査に対する期待やニーズ、そし

て社長に対する監査部門のアプローチ等の違

いもその背景にあることが判った。因みにこ

の議論をした時点では、記載しない派がメン

バーの多数派を占めていた。

３．基準に適合する監査報告書とは？

ここで、基準における監査報告書の要件を

確かめてみると、基準2410－伝達の規準は、

監査報告書に「改善措置の計画」、すなわち、

「改善計画」の記載を求めている（図表３参

照）。換言すると、監査報告書に改善計画を

記載しない場合は基準に適合しないというこ

とになる。

その理由をメンバーの議論を踏まえて整理

すると次のとおりである。監査対象先は、監

査部門から発見事項と改善提案を受領し、そ

れに合意するか否かを検討する。合意する場

合は、監査対象先は、いつまでにどのように

対応するかを述べた改善計画を自ら策定す

る。監査部門は、「発見事項と改善提案」と

「改善計画」をセットで監査報告書に記載し、

社長や取締役会に報告する。この報告を受け

た社長や取締役会は、組織体の中でどのよう

な課題が発見され、どのように対応しようと

しているかを知り、課題と対応の適切性を判

断することが可能になり、それが付加価値の

●

●

論点�
両者の主張�

改善計画を�
記載する派�

（1）改善計画を�
記載する意義�

社長に改善計画を�
伝え、改善への取�
り組みを理解して�
もらえる。�

社長の支持を得て、�
改善提案の受諾と改�
善計画の策定を促進�
できる。�

（2）社長への�
改善計画の�
報告�

別途報告が不要。�〔報告する〕定期報�
告会等で別途報告す�
る。�
〔報告しない〕改善�
計画の評価は監査部�
門の責任領域。�

（3）監査報告書�
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＜図表２＞２つの個別監査フローの論点

伝達には、適切な、結論、改善のための提言および�
改善措置の計画とともに、内部監査の個々の業務の�
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�
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IIA基準では、監査報告書に改善計画を含める�
ことを求めている。⇒基準への「適合の条件｣�

＜図表３＞ＩＩＡ基準に適合する監査報告書
とは？
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ある情報のひとつとなる。だから基準は改善

計画の記載を求めていると当研究会では考え

た。

これを例えるならば、発見事項と改善提案

をナイフに、改善計画をフォークになぞらえ

ることができ、両方がそろって初めて、食事

を不自由なく摂ることができるというわけで

ある。

Ⅳ．改善計画をより早く入手
するための方策

作成した個別監査フローを使って、監査報

告書に改善計画を記載するために何がポイン

トとなるかを個別監査実施の各段階で検討し

た（添付資料②参照）。結論から述べると、

監査対象先から改善計画をいかに早

く入手できるか（＝入手までの期間

短縮）ということである。

期間短縮の方策（1）：「実地監査

期間中に改善提案書を提出」（図

表４参照）

実地監査の段階で、監査チームは

検証作業を行い、その後、監査対象

先と「発見事項の合意」並びに「原

因及び残余リスクの認識の共有」を

行って改善提案書を作成する。方策

（1）は、実地監査期間中に改善提案

書を提出することであり、監査チー

ムが、実地監査期間中に改善提案書

を監査対象先に提出することによ

り、監査対象先は、その時点から改

善計画の策定に着手することが可能

になる。

期間短縮の方策（2）：「改善計画

の提出期限を規定する」（図表５

参照）

方策（2）は、監査対象先の改善計画

の提出期限を決めておくこととし

た。それにより、監査部門はその入

手時期の遅延を防止することができる。ここ

で当研究会は、提出期限を実地監査終了後２

週間以内と例示した。その理由は、実地監査

終了後遅くとも１か月以内に監査報告書を発

行すべきであり、そのためには、改善計画を

２週間以内に入手する必要があると考えたか

らである。もちろん案件によっては、監査対

象先が改善計画の策定に時間を要することが

あり、その場合には、２週間以内で策定でき

る具体性と詳細度があればよいとした。

期間短縮の方策（3）：「有効な監査プログラ

ムを作成」（図表６参照）

方策（1）は実地監査期間中に改善提案を提出

するとしていることから、それを確実に実行

するために、個別監査計画策定時に監査部門

が行うべきことを検討した。

●

●

●

内部監査部門�段階� 監査対象先�

（2）�
実�
地�
監�
査�

結果報告会�

改善提案の�
内容検討�

実地監査期間中に�
監査対象先へ改善�
提案書を提出する�

原因及び残余�
リスクの認識の共有�

発見事項�の�合意�

改善提案書�（�案�）�

キ�ック�オフ�
ミ�ーテ�ィ�ング�

検証作業�

＜図表４＞期間短縮の方策〔１〕：実地監査期間中に改善提
案書を提出

内部監査部門�段階� 監査対象先�

（3）�
監�
査�
報�
告�
書�
作�
成�

結果通知書�の�
作成�結果通知書�の�配付�

異�なる�意見�の�記載�

改善計画策定�
同意�

不同意�

改善計画の提出�
期限を規定する�
（�例：２週間以内�）�

社長等�への�報告�

監査報告書�
（�正�）�

改善提案書�
（�改善計画記入済�）�

＜図表５＞期間短縮の方策〔２〕：改善計画の提出期限を規
定
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実務においては、実地監査での検証作業が

不十分であったために追加調査が必要にな

り、実地監査をやり直すことが珍しくない。

すなわち、実地監査が必ずしも計画どおりに

遂行されないという課題であり、これを解決

するために、方策（3）は有効な監査プログラム

を作成するとした。

では、有効な監査プログラムとは何か、そ

れを作成するには何をする必要があるかを次

に考察する。

Ⅴ．有効な監査プログラムの
内容と書式

ひと口に監査プログラムといっても、監査

部門や監査人によって定義や書式、使用法は

多岐にわたると考えられる。本報告では、監

査プログラムを「監査人であれば、だれが実

地監査を担当しても同じ検証結果に至るよう

に監査手続が記載されたもの」と定義した。

「監査人であれば」を補足するために基準

をひも解いてみると、基準1200は、「内部監

査の個々の業務は、熟達した専門的能力と専

門職としての正当な注意とをもって遂行され

なければならない」と定めている。基準1210

には、熟達した専門的能力として「内部監査

人は自らの責任を果たすために必要な『知

識・技能・その他の能力』を備えていなけれ

ばならない」とあり、また基準1220

では、専門職としての正当な注意に

関し、「内部監査人は、平均的にし

てかつ十分な慎重さと能力を備える

内部監査人に期待される注意を払い

技能を適用しなければならない」と

規定している。

つまり、熟達した専門性と専門職

としての正当な注意を持って監査で

きる監査人であれば、だれが実地監

査をしても同じ検証結果に至るよう

に作成されたものが、望ましい監査

プログラムということになる。

さて、当研究会は、前項の方策（3）で提起し

た有効な監査プログラムを動作レベルの監査

プログラムと定義することにした。その書式

と内容は添付資料③のとおりであり、（1）監査

プログラム作成準備、（2）監査プログラム、（3）

実施結果、の３要素から構成される。チェッ

クポイントや監査手続を記載した（2）を狭義

の監査プログラムとすれば、（1）と（3）を含めた

書式は広義の監査プログラムといえよう。

以下に３要素について順に述べる。添付資

料③－１から③－３に記載の「監査プログラ

ム作成準備」（書式上部）、「監査プログラム

（狭義）」（書式下部：左）及び「実施結果」

（書式下部：右）を適宜参照願いたい。

要素（1）：監査プログラム作成準備

（書式上部）

ここでは、この書式を使用して、監査プロ

グラム（狭義）の作成準備を行う。当該個別

監査の実施に当たり監査目的と範囲を設定

し、「留意すべき事項や注目すべき事項」を

整理する。これは、監査対象先において検証

すべき点や評価すべき点を洗い出す作業であ

り、仮説の設定ともいえる。また、その仮説

の検証のために必要な「入手すべき資料」を

特定し、「実施すべき作業」を記入する。

●

内部監査部門�段階� 監査対象先�

（1）�
個�
別�
監�
査�
計�
画�
策�
定�

リ�スク�評価�

監査手続�の�決定�

情報提供�現地での�
情報収集�

監査プログラムの�
作成�

有効な監査プログラム�
を作成する�

監査目的�と�
範囲�の�設定�

＜図表６＞期間短縮の方策〔３〕：有効な監査プログラムを
作成

監査プログラム作成準備

留意／着目すべき事項 入手すべき資料 実施すべき作業
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このように要素（1）では、監査プログラム

（狭義）作成の準備として、監査人が行う作

業を動作レベル、すなわち監査人が手足を動

かせるように記述する。

要素（2）：監査プログラム（狭義）

（書式下部：左）

ここでは、実地監査において監査人が監査

手続を実施し検証結果の適否（○、×）を判

断でき、かつ、熟達した専門性と専門職とし

ての正当な注意を持った監査人であればだれ

が実施しても同じ検証結果に至るように監査

手続を記載する。

この書式の「分類／項目／視点／チェック

ポイント」の各見出しは、日本内部監査協会

の「内部監査実務全書」に記載されている

「内部監査チェックリスト」のそれを引用し

ている。次の「監査手順」では、監査手続

（監査技術又は技法の組み合わせ）を可能な

限り具体的な動作レベルまで詳しく記述し、

それらの対象となる関係資料や回答者を特定

する。

上記の「内部監査チェックリスト」は各社

で汎用的に利用される前提で作成されている

ために、「チェック方法」が一般的な記述に

留まっているが、当研究会が提案する監査プ

ログラムでは、具体的にどのように何をチェ

ックするかを動作レベルまで掘り下げて、検

証作業が容易かつ確実に実施できるように記

述している。

なお、当書式は、監査テーマごとにテーラ

ーメイドされることもあれば、定型監査など、

テーマによっては同じ監査プログラムが繰り

返し使用されることもあるという前提で設定

している。

具体的に添付資料③－2－1（売上債権管理

の１．売上計上）を使って説明する。チェッ

クポイントの欄「（1）売上が、定められた計上

基準（出荷基準）に従って適正に計上されて

いるか」について、「内部監査チェックリス

ト」の「チェック方法」には「売上の計上基

準について質問し、関係帳票により確認する」

と記載されている。

これに対し本監査プログラムでは、まず、

「①現場で使用されている会計処理基準等を

閲覧し、出荷基準と規定されていることを確

かめる」とし、次に「②対象期間（期末月及

び翌期首月を含む）の計上済の売上データxx

件を無作為に抽出の上、出荷日が記入された

出荷帳票と照合し、売上計上日と出荷日が一

致しているか否かを確かめる」としている。

更に③として「上記②の結果、整合していな

い事例が発見された場合、その背景や理由、

それが与える影響を関係帳票の閲覧や担当者

への質問により調査し、必要に応じて現場の

視察を行う」と記述している。

本報告が提案する動作レベルの起源はここ

にあり、監査人が監査プログラムを参照しな

がら手足を動かせるように記述するというこ

とである。

要素（3）：実施結果

（書式下部：右）

実地監査において監査プログラム（狭義）

に記載された監査手続を実施し、「監査対象

先／監査実施日／監査人名／検証結果

（○、×）」とその判断に至った「裏づけとな

る事実」を記入する。検証結果が×であった

項目にはさらにその「原因」と「残余リスク」

を記入し、レファレンスとしての「改善提案

書番号」を付して、次のステップである「改

善提案書作成」へとつなげる。

要素（3）でも、実地監査の結果を改善提案に

つなげる過程において、監査人が行う作業を

●

●

実施結果

監査実施 検査結果

対象先／
（回答者）

実施日
監査
人名

○
×
裏づけと
なる真実

原因
残余
リスク

改善
提案書
番号

監査プログラム

『内部監査チェックリスト』（日本内部監査
協会「内部監査実務全書」を参照、引用）

分類 項目 視点 チェックポイント 監査手続
関係資料／
（回答者）

監査手順
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動作レベルで表している。

Ⅵ．改善提案書の作成

さて、実地監査が終了（広義の監査プログ

ラムに記載された作業が完了）すれば、次は

改善提案書の作成と監査対象先の責任者との

やり取りに移る。

「実施結果」の右欄に記入された改善提案

書番号ごとに改善提案書を作成する。発見事

項（不備）については、それが事実であるこ

とを実地監査期間中に監査対象先と確認・合

意しておくことが必要であり、原因や残余リ

スクについても認識を共有しておくことが望

まれる。

以下に、添付資料④を使って作成方法を概

説する。まず、１件ごとに簡明な課題名を付

け、次に「実施結果」から「１．発見事項」

として裏づけとなる事実／原因／残余リスク

を転記し、「２．改善提案」を記入する。改

善提案は具体的なものでなくてはならない。

具体的なものとは、後日のフォローアップに

支障のない改善計画が、監査対象先によって

一定期間内（２週間をめど）に策定されるた

めに必要な最低限の詳しさを有することを意

味する。

添付資料④－２を例に挙げると、認識され

た「残余リスク」は、「販売業務部で売上デ

ータを変更できることから、2009年４月度の

売上として計上されるべきものが同年３月度

に計上されており、決算期（2009年３月）に

修正されない場合、期間配分の適切性が損な

われるリスク」であり、更に「売上高自体が

改ざんされるリスク」である。これに対する

「改善提案」として、「販売業務部にある売上

データ変更入力の機能を経理部に移管（シス

テム変更）し、売上データの変更が必要な場

合は、販売業務部の申請に基づき、経理部が

変更入力を行うこと（提案先：販売業務部、

経理部）」を提案している。

このような内容が盛り込まれた改善提案書

を監査対象先に提示して、改善提案の検討を

依頼するとともに、必要に応じて関係先との

連携も依頼する。

監査対象先に改善提案書を発行してから一

定期間（２週間をめど）の後、「３．措置回

答（同意／不同意）」に回答者（通常は監査

対象先部門長）名を記し、同意するならば、

併せて具体的な改善計画（だれが／何を／い

つまでにを含む）を記入し提出してもらう。

内部監査人は受領した改善計画を検討し、妥

当と判断すれば、改善計画の期日を考慮して、

「４．フォローアップ」の予定日を設定し監

査対象先に通知する。

なお、この改善提案書の書式は案件別の報

告書を兼ねており、メンバーの経験や知見に

加え、米国等の事例も参考にしながら作成し

た。

Ⅶ．おわりに

今回の研究では、個別監査の進め方の違い

により、監査報告書に改善計画を記載する場

合と記載しない場合の実務対応がそれぞれ異

なることに着目し、その背景や経緯を掘り下

げた。

基準が改善計画の記載を求める理由につい

ては、監査部門による「発見事項と改善提案」

と監査対象先が策定した「改善計画」をセッ

トで監査報告書に記載することにより、報告

を受けた社長や取締役会が、課題及び対応の

適切性を判断できるからであると当研究会は

考えた。

また、改善計画の監査報告書への記載を可

能にするために、監査対象先から改善計画を

早く入手する必要があり、そのための方策と

して、

（1） 動作レベルの監査プログラムの作成

（2） 実地監査期間中における改善提案書の

提出
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（3） 改善計画の提出期限（例：実地監査終

了後２週間以内）の規定

を挙げ、方策（1）の動作レベルの監査プログ

ラム及び方策（2）の改善提案書に関する具体的

な書式とそれらの使用方法を提案した。

本報告が、内部監査の品質評価の取り組み

や品質向上の一助になれば幸いである。

【添付資料】

①「監査調書としてファイルされている帳票

類」59頁

②「個別監査フロー図」60～61頁

③－１「監査プログラム」購買管理（発注）

62～68頁

③－２「監査プログラム」販売管理（売上債

権管理）68～74頁

③－３「監査プログラム」情報システム管理

（情報セキュリティ）75～78頁

④－１「改善提案書」購買管理（発注）79頁

④－２「改善提案書」販売管理（売上債権管

理）80頁

④－３「改善提案書」情報システム管理（情

報セキュリティ）81頁

〔統括座長〕森田　卓哉

〔座　　長〕清水　　武

〔メンバー〕荒川　三秀、小野　信行、小畑　健介、金田　雅子、鎌子　　健、上地　　裕、

小松　直也、田井恵美子、高田　外次、新美　昌昭、布村　秀夫、三浦　　俊

（以上14名）

＜ＣＩＡフォーラム研究会No.５－Ｄ（内部監査の品質評価）メンバー＞ （順不同・敬称略）
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グ
� 

監
査
目
標
と
�

監
査
手
続
の
決
定
�

監
査
プ
�ロ
グ
�ラ
�ム
� 
 

（
左
下
）� 
③
� 

検
証
作
業
� 

発
見
�事
項
�（
事
�実
）�に
� 
  
  

つ
い
�て
�の
合
意
� ⑥
� 

原
因
及
び
�残
余
リ
�ス
�ク
�に
� 
  

つ
い
�て
�の
認
識
の
共
有
� ⑦
� 

改
善
提
案
の
た
�

め
の
ア
�イ
�デ
�ア
�等
�   
 

の
蓄
積
� ⑧
� 

監
査
実
施
�  
 
  
 

通
知
書
� 

情
報
提
供
� 

監
査
プ
�ロ
グ
�ラ
�ム
の
�  

承
認
� 

  
  
  
  
 
  
 

 
現
地
で
�の
�

情
報
収
集
�①
� 

実
施
結
果
記
入
�

  
 

原
因
／
残
余
リ
�ス
�ク
�

分
析
�④
� 

書
式（
改
善
提
案
書
）� 
 

へ
の
記
入
� 

監
査
プ
�ロ
グ
�ラ
�

ム（
右
下
）� 

記
入
済
�  
 
  
  
  
  

書
式
� ⑤
� 

   
 

監
査
プ
�ロ
グ
�ラ
�ム
�

作
成
準
備
�②
� 

監
査
プ
�ロ
グ
�ラ
�ム
の
�

作
成
� 

 
改
善
提
案
書（
案
）の
�

レ
�ビ
ュ
�ー
�⑨
� 

改
善
提
案
書
�

（
案
）� 
⑩
� 

改
善
提
案
の
記
入
� リ
�ス
�ク
�評
価
� 

監
査
対
象
先
の
現
状
把
握
� 
  
  
 

と
�仮
説
の
設
定
� 

個
�

別
�

監
�

査
�

計
�

画
�

策
�

定
�

（
1）
�

実
�

地
�

監
�

査
�

（
2）
�

①
必
要
か
つ
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
監
査
対
象
先
�

（
現
地
）
に
出
向
き
調
査
を
行
う
。�

②
「
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
書
式
の
上
部
に
、
留
意
／
着
目
す
�

べ
き
事
項
、
入
手
す
べ
き
資
料
、
実
施
す
べ
き
作
業
を
記
入
�

し
、
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
時
の
参
考
と
す
る
。�

③
実
地
監
査
で
、
監
査
人
が
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
記
載
さ
れ
�

た
監
査
手
続
を
実
施
し
○
×
(適
否
、
適
合
／
不
適
合
）
を
�

判
断
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
異
な
る
監
査
人
が
監
査
手
続
�

を
行
っ
て
も
同
じ
検
証
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、‘
動
作
レ
�

ベ
ル
の
’「
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。�

④
検
証
結
果
に
不
備
（
×
）
が
あ
っ
た
場
合
、
原
因
と
残
余
�

リ
ス
ク
を
分
析
す
る
。�

⑤
実
施
結
果
が
固
ま
り
次
第
、
双
方
が
内
容
確
認
で
き
る
よ
�

う
な
書
式
（「
改
善
提
案
書
」；
発
見
事
項
の
詳
細
を
含
む
）�

を
使
用
し
て
ま
と
め
る
。�

⑥
実
地
監
査
期
間
中
に
、
発
見
事
項
に
関
し
、
順
次
事
実
で
�

あ
る
こ
と
を
監
査
対
象
先
と
確
認
し
、
合
意
す
る
。�

⑦
実
地
監
査
期
間
中
に
、
原
因
及
び
残
余
リ
ス
ク
に
関
し
、�

順
次
監
査
対
象
先
と
認
識
を
共
有
す
る
。�

⑧
改
善
提
案
の
た
め
に
必
要
な
他
の
好
事
例
や
ア
イ
デ
ア
、�

ヒ
ン
ト
等
を
内
部
監
査
部
門
に
蓄
積
す
る
。�

⑨
C
AE
 は
、
結
果
報
告
会
ま
で
に
実
地
監
査
の
結
果
（
改
�

善
提
案
を
含
む
）
を
レ
ビ
ュ
ー
し
承
認
す
る
。
そ
れ
が
困
難
�

な
場
合
は
、
結
果
報
告
の
権
限
を
監
査
チ
ー
ム
に
付
与
す
る
。�

⑩
 実
地
監
査
期
間
中
に
、
監
査
対
象
先
に
対
し
改
善
提
案
�

書
（
案
）
を
提
出
し
て
、
監
査
対
象
先
に
改
善
提
案
の
内
容
�

検
討
を
依
頼
し
、
必
要
に
応
じ
対
象
先
以
外
の
関
係
先
と
の
�

調
整
を
要
請
す
る
。�

⑪
実
地
監
査
終
了
時
に
現
地
で
結
果
報
告
会
を
開
催
し
、
概
�

況
報
告
及
び
監
査
対
象
先
と
の
意
見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、�

改
善
提
案
ま
で
を
記
入
し
た
改
善
提
案
書
（
提
出
用
）
を
監
�

査
対
象
先
に
提
出
す
る
。
 後
刻
C
AE
 が
監
査
報
告
書
を
レ
�

ビ
ュ
ー
す
る
に
当
た
り
、
C
AE
 が
監
査
対
象
先
と
監
査
人
と
�

の
や
り
取
り
の
場
（
結
果
報
告
会
）
に
同
席
し
て
お
く
こ
と
�

は
有
用
で
あ
る
。�

＜
添
付
資
料
②
＞
個
別
監
査
フ
ロ
ー
図
�
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改
善
提
案
書
� 

（
最
終
案
）� 

改
善
計
画
／
�  
 
  
  
  
  
 

異
な
�る
意
見
の
� 
  
 
  
  
 
  
  

内
容
検
討
� 

対
象
先
責
任
者
の
� 

確
認
� 

改
善
提
案
書
�

（
正
）� 

監
査
報
告
書
の
� 
  
 

作
成
� ⑭
� 

監
査
報
告
書（
案
）の
�   

レ
�ビ
ュ
�ー
� 

対
象
先
責
任
者
の
� 

確
認
� 

監
査
報
告
書
�  
 
  
  
  
  

の
発
行
� 

監
査
報
告
書
�

（
正
）� 

結
果
通
知
書
の
配
付
� 

社
長
等
へ
の
報
告
� 
  
  
  
  
  
 

⑮
� 

不
同
意
の
場
合
：
� 
  
  

異
な
�る
意
見
の
記
載
� 

結
果
通
知
書
の
�

作
成
� 

監
査
報
告
書
の
� 
  
 

作
成
準
備
� ⑬
� 

フ
�ォ
�ロ
ー
�ア
�ッ
�プ
� ⑯
� 

フ
�ォ
�ロ
ー
�ア
�ッ
�プ
�

結
果
通
知
書
�  

⑰
� 

フ
�ォ
�ロ
ー
�ア
�ッ
�プ
� 
  
  
  
 
 

結
果
通
知
書
の
配
付
� 

社
長
等
へ
の
報
告
�

同
意
の
場
合
：
�

改
善
計
画
�  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
 
  

の
策
定
� ⑫
�  
 

改
善
提
案
書
�  
 
  

（
改
善
計
画
記
入
済
）� 

監
査
報
告
書
�

（
案
）� 

改
善
計
画
の
� 
  
  
 

レ
�ビ
ュ
�ー
� 

監
査
報
告
書
の
� 

承
認
� 

（
3）
�

監 査 報 告 書 作 成� （
4）
� 　 　 　 モ ニ タ リ ン グ�

報 告 書 発 行 後 の�

⑫
 ⑩
で
事
前
検
討
を
監
査
対
象
先
に
依
頼
し
て
あ
る
た
め
、�

改
善
計
画
立
案
の
た
め
の
期
間
は
短
縮
可
能
で
あ
る
こ
と
か
�

ら
、
改
善
計
画
の
策
定
期
間
を
規
定
し
て
お
く
（
例
え
ば
、�

実
地
監
査
終
了
(結
果
報
告
会
開
催
)か
ら
２
 週
間
以
内
）。
�

ま
た
、
改
善
計
画
の
必
須
項
目
は
、
だ
れ
が
、
何
を
、
い
つ
�

ま
で
に
実
行
す
る
か
で
あ
り
、
後
日
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
�

必
要
な
最
低
限
の
詳
細
度
で
よ
い
。�

な
お
、
改
善
計
画
実
行
の
た
め
に
、
別
途
予
算
措
置
が
必
要
�

で
あ
っ
た
り
、
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
係
で
見
通
す
こ
�

と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
前
提
条
�

件
を
明
確
化
し
た
上
で
、
方
針
、
日
程
感
、
責
任
者
を
具
体
�

的
に
記
入
す
る
（
･
･
･を
「
検
討
す
る
」
の
よ
う
な
抽
象
的
�

な
表
現
を
避
け
る
）。
�

⑬
改
善
計
画
を
監
査
対
象
先
か
ら
入
手
す
る
ま
で
の
間
に
監
�

査
報
告
書
(案
)の
作
成
作
業
を
進
め
る
。�

⑭
改
善
提
案
書
に
記
入
さ
れ
て
い
る
改
善
提
案
及
び
改
善
計
�

画
を
監
査
報
告
書
に
織
り
込
む
。�

⑮
報
告
の
頻
度
や
方
法
等
に
よ
っ
て
報
告
書
の
様
式
は
多
岐
�

に
わ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。�

⑯
改
善
計
画
を
記
載
し
た
監
査
報
告
書
を
作
成
･発
行
し
た
�

上
で
、
監
査
人
が
定
期
的
･継
続
的
に
改
善
計
画
の
実
施
状
�

況
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。�

⑰
 必
要
に
応
じ
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
を
監
査
報
告
書
�

（
又
は
結
果
通
知
書
）
の
配
付
先
（
社
長
を
含
む
）
に
報
告
�

又
は
通
知
す
る
。�



監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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Ⅲ
．
発
注
1
購
買
要
求
生
産
活
動

に
見
合
っ

た
要
求
部

門
か
ら
の

購
買
要
求

で
あ
る
こ

と
が
必
要

で
あ
る
。

（
1）
要
求
は
す

べ
て
書
類

に
よ
っ
て

行
わ
れ
て

い
る
か
。

①
購
買
要
求
部
門

は
、
ど
の
よ
う
な
方

法
で
購
買
部
門
に
購

買
要
求
を
提
出
し
て

い
る
か
確
か
め
る
。

口
頭
連
絡
を
常
と
し

て
い
る
場
合
、
購
買

部
門
担
当
者
に
質
問

し
、
要
求
内
容
（
品

名
、
数
量
、
納
期
な

ど
）
を
間
違
え
る
リ

ス
ク
の
認
識
と
そ
の

購
買
要
求
書
フ

ァ
イ
ル
／
購
買

要
求
デ
ー
タ

主
と
な
る
回
答

者 （
購
買
要
求
部

門
担
当
者
）

関
連
部
門
回
答

者 （
購
買
部
門
担

生
産
管
理

部 Ａ
主
任

設
計
部

Ｂ
主
任

生
産
技
術

部 Ｃ
主
任

資
材
部

Ｄ
主
任

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日
監
査
人
M
○
量
産
購
買
は
デ
ー
タ

伝
送
で
、
試
作
購
買

や
設
備
購
買
は
書
面

で
、
購
買
要
求
部
門

（
量
産
購
買
は
生
産

管
理
部
、
試
作
購
買

は
事
業
所
内
の
設
計

部
、
設
備
関
係
は
生

産
技
術
部
）
が
購
買

要
求
を
資
材
部
に
提

出
す
る
こ
と
は
周
知

徹
底
さ
れ
て
い
た
。

監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
準
備

監
査
対
象
名

購
買
管
理
（
発
注
）

＜
添
付
資
料
③
－
１
＞

留
意
／
着
目
す
べ
き
事
項

①
方
針
・
規
定
へ
の
準
拠
性

本
社
方
針
に
準
じ
た
運
営
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
検
証
す
る
。

②
購
買
要
求
提
出
か
ら
納
品
ま
で
の
仕
組

監
査
対
象
先
は
、
受
注
生
産
方
式
を
取
る

製
造
事
業
所
で
あ
る
。

無
駄
な
在
庫
を
抱
え
る
こ
と
な
く
、
購
買

部
門
に
よ
る
合
理
的
な
購
買
活
動
が
行
わ

れ
て
い
る
か
を
評
価
す
る
。

③
監
査
対
象
取
引

景
気
悪
化
に
伴
い
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
は
必
須

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
引
先
選
定
、
価
格

交
渉
な
ど
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
い
る

か
を
検
証
す
る
。

入
手
す
べ
き
資
料

購
買
・
業
務
委
託
方
針
、
業
者

選
定
・
評
価
基
準
、
価
格
決
定

基
準
、
事
業
計
画
・
中
期
計
画

業
務
分
掌
、
職
務
記
述
書
、
業

務
フ
ロ
ー
、
過
去
３
年
の
購
買

担
当
部
門
の
組
織
図
・
業
務
分

担
表

購
買
実
績
デ
ー
タ
、
購
買
要
求

書
、
見
積
依
頼
、
見
積
書
、
注

文
書
、
納
品
書
、
請
求
書
、
再

委
託
確
認
書
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
確
認
リ
ス
ト

実
施
す
べ
き
作
業

営
業
が
獲
得
し
た
顧
客
注
文
は
、
リ
ー
ド
タ
イ
ム
短
縮
を
目
的
に
、
顧
客
か
ら
、
直
接
、
製
造
事
業
所
に
届
く
よ
う
体
制
が
変
わ

っ
た
の
は
２
年
前
で
あ
る
。
本
社
方
針
に
準
拠
し
て
適
切
な
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
か
確
か
め
る
。
も
し
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い

方
針
・
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
背
景
を
明
確
に
す
る
。

予
備
調
査
・
事
前
入
手
資
料
に
よ
る
と
、
量
産
購
買
は
、
顧
客
か
ら
の
注
文
（
デ
ー
タ
伝
送
、
又
は
書
面
に
よ
る
）
が
生
産
管
理

部
の
生
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
、
製
造
に
必
要
な
量
産
部
品
ご
と
の
数
量
が
計
算
さ
れ
、
生
産
管
理
部
か
ら
購
買
部
門

で
あ
る
資
材
部
に
購
買
要
求
が
シ
ス
テ
ム
伝
送
さ
れ
る
。
そ
の
購
買
要
求
デ
ー
タ
は
、
資
材
部
に
よ
る
確
認
・
承
認
の
上
、
す
べ

て
の
資
材
取
引
先
に
デ
ー
タ
伝
送
さ
れ
て
い
る
。
顧
客
注
文
を
書
面
で
入
手
し
た
場
合
は
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
生
産
管
理
シ
ス
テ
ム

へ
入
力
さ
れ
る
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
恣
意
性
が
入
る
余
地
が
あ
る
の
で
、
注
意
し
て
実
地
監
査
を
行
う
。

量
産
購
買
以
外
の
試
作
購
買
や
冶
工
具
・
設
備
購
買
、
設
備
用
修
理
部
品
に
つ
い
て
は
、
購
買
要
求
は
書
面
で
資
材
部
に
提
出
さ

れ
、
資
材
取
引
先
へ
の
注
文
は
、
す
べ
て
書
面
で
行
わ
れ
て
い
る
。
過
去
、
シ
ス
テ
ム
化
が
検
討
さ
れ
た
が
、
諸
般
の
制
約
で
保

留
さ
れ
て
い
る
。
書
面
に
よ
る
運
用
は
、
少
な
く
と
も
１
－
２
年
は
続
く
と
見
込
ま
れ
る
の
で
、
例
外
対
応
に
も
留
意
し
た
仕
組

が
構
築
さ
れ
運
用
で
き
て
い
る
か
を
確
か
め
る
。

監
査
対
象
期
間
は
20
09
年
度
下
期
で
あ
る
。

対
象
期
間
の
資
材
取
引
先
へ
の
発
注
件
数
は
、
量
産
購
買
（
シ
ス
テ
ム
伝
送
）
が
6,
80
0件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
顧
客
注
文
の

シ
ス
テ
ム
受
注
と
書
面
受
注
の
割
合
は
、
予
備
調
査
デ
ー
タ
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
の
で
、
実
地
監
査
時
に
調
査
す
る
こ
と
。
量

産
購
買
以
外
の
発
注
件
数
（
す
べ
て
書
面
）
は
32
4件
で
、
そ
の
内
訳
は
、
試
作
品
：
25
0件
、
冶
工
具
・
設
備
：
42
件
、
そ
の
他

（
緊
急
修
理
な
ど
）
：
32
件
で
あ
る
。
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（
2）
適
切
な
タ

イ
ミ
ン
グ

で
必
要
な

量
の
購
買

要
求
に
な

っ
て
い
る

か
。
常
備

品
等
に
つ

い
て
は
、

発
注
基
準

に
基
づ
い

て
い
る

か
。

防
止
措
置
を
確
か
め

る
。

②
緊
急
時
（
設
備
の

不
具
合
発
生
時
の
修

理
部
品
手
配
や
、
供

給
が
漏
れ
た
部
品
の

至
急
補
給
な
ど
）
の

対
応
方
法
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
ル

ー
ル
で
運
用
し
て
い

る
の
か
を
購
買
要
求

部
門
・
購
買
部
門
担

当
者
に
質
問
し
て
確

か
め
、
直
近
の
事
例

が
あ
れ
ば
対
応
状
況

に
つ
き
説
明
を
受
け

る
。

試
作
・
設
備
は
決
裁

な
ど
の
手
段
で
購
買

の
適
正
が
担
保
さ
れ

て
い
る
の
で
優
先
度

を
落
と
し
、
実
地
監

査
で
は
量
産
購
買
に

焦
点
を
当
て
る
。

①
対
象
期
間
の
購
買

要
求
デ
ー
タ
と
顧
客

注
文
デ
ー
タ
を
照
合

し
、
購
買
要
求
日
付

が
顧
客
注
文
日
付
以

降
で
あ
る
こ
と
を
確

か
め
る
。

a.
 ま
ず
、
顧
客
注
文

に
基
づ
き
購
買
要
求

量
を
決
定
す
る
際
に

使
用
さ
れ
る
基
準
在

庫
や
生
産
リ
ー
ド
タ

イ
ム
、
所
要
量
計
算

当
者
）

主
と
な
る
回
答

者 （
購
買
要
求
部

門
担
当
者
）

関
連
部
門
回
答

者 （
購
買
部
門
担

当
者
）

顧
客
注
文
書
フ

ァ
イ
ル
/顧
客

注
文
デ
ー
タ

購
買
要
求
書
フ

ァ
イ
ル
/購
買

要
求
デ
ー
タ

主
と
な
る
回
答

者 （
購
買
要
求
部

門
担
当
者
）

（
シ
ス
テ
ム
部

門
担
当
者
）

生
産
管
理

部 A主
任

設
計
部

Ｂ
主
任

生
産
技
術

部 Ｃ
主
任

資
材
部

Ｄ
主
任

生
産
管
理

部 Ａ
主
任

IT
推
進
部

Ｅ
主
任

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

監
査
人
M

監
査
人
M

○ ×

各
購
買
要
求
部
門
に

お
い
て
、
購
買
要
求

は
連
番
管
理
さ
れ
て

い
た
。

購
買
要
求
部
門
で
あ

る
生
産
管
理
部
、
設

計
部
、
生
産
技
術
部

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は

緊
急
時
対
応
の
記
載

が
な
か
っ
た
。

購
買
部
門
で
あ
る
資

材
部
は
、
緊
急
時

は
対
応
優
先
で
電
話

依
頼
で
も
受
け
付
け

て
い
る
が
、
追
っ
て

購
買
要
求
書
を
提
出

さ
せ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

「
2．
発
注
手
続
」
で

引
き
続
き
検
証
す
る
。

毎
日
20
時
ま
で
に
入

力
さ
れ
た
顧
客
注
文

（
伝
送
も
、
書
面
に

基
づ
く
シ
ス
テ
ム
入

力
も
）
は
、
夜
間
バ

ッ
チ
で
処
理
さ
れ
、

翌
日
７
時
に
購
買
要

求
と
し
て
購
買
部
門

に
デ
ー
タ
伝
送
さ
れ

る
。
シ
ス
テ
ム
ロ
グ

を
閲
覧
し
た
限
り
、

設
定
変
更
な
ど
が
さ

れ
た
形
跡
は
な
か
っ

た
。
ス
タ
ッ
フ
入
力
と
、

書
面
の
顧
客
注
文
書

を
照
合
し
た
結
果
、

顧
客
注
文
書
の
発
行

日
付
が
ス
タ
ッ
フ
入

力
日
付
よ
り
も
後
に

製
造
事
業
所

は
、
規
定
に
よ

り
、
顧
客
確
定

注
文
に
基
づ
き

購
買
手
配
を
行

う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
納

期
遵
守
の
要
請

か
ら
、
内
示
情

報
に
基
づ
き
、

購
買
手
続
を
例

外
的
に
行
う
必

要
に
迫
ら
れ
て

い
た
。し
か
し
、

例
外
処
理
に
当

た
っ
て
の
ル
ー

ル
が
設
定
さ
れ

て
い
な
か
っ

た
。

損
益
責
任
を
持

つ
営
業
部
門
の

許
容
範
囲
を
越

え
て
、
製
造
事

業
所
が
確
定
注

文
の
裏
付
け
の

な
い
購
買
要
求

を
行
う
リ
ス
ク

が
あ
る
。

20
10
-0
1-
02
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の
シ
ス
テ
ム
ロ
ジ
ッ

ク
が
ど
の
よ
う
で
あ

る
か
を
購
買
要
求
部

門
担
当
者
と
シ
ス
テ

ム
部
門
担
当
者
に
質

問
し
確
か
め
る
。

b.
 次
に
、
購
買
要

求
デ
ー
タ
と
顧
客
注

文
デ
ー
タ
（
伝
送
＋

書
面
の
合
算
）
と
を

照
合
し
、
１
対
１
に

対
応
し
て
い
る
か

（
こ
の
製
造
事
業
所

は
受
注
生
産
方
式
）

確
か
め
る
。

c.
 書
面
で
届
く
顧
客

注
文
を
ス
タ
ッ
フ
が

シ
ス
テ
ム
入
力
す
る

場
合
は
、
該
当
す
る

顧
客
の
デ
ー
タ
を
抽

出
し
、
シ
ス
テ
ム
入

力
日
と
顧
客
注
文
書

フ
ァ
イ
ル
の
注
文
書

発
行
日
と
を
照
合

し
、
不
整
合
が
な
い

か
を
確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

顧
客
注
文
書
を
未
入

手
の
時
点
で
、
購
買

要
求
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
場
合
、
そ
の

背
景
や
理
由
、
そ
れ

が
与
え
る
影
響
を
関

係
帳
票
の
閲
覧
や
、

購
買
要
求
部
門
担
当

な
っ
て
い
る
も
の

が
、
12
件
あ
っ
た
。

購
買
要
求
部
門
（
生

産
管
理
部
）
担
当
者

に
理
由
を
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
顧
客
か
ら
内

示
（
事
前
情
報
）
は

も
ら
っ
て
い
る
も
の

の
、
顧
客
の
社
内
手

続
に
遅
れ
が
生
じ
て

い
た
た
め
、
生
産
に

支
障
が
起
き
な
い
よ

う
に
顧
客
注
文
書
が

届
く
前
に
、
注
文
デ

ー
タ
を
入
力
し
、
購

買
要
求
の
伝
送
タ
イ

ミ
ン
グ
に
間
に
合
う

よ
う
に
し
た
と
の
こ

と
。
顧
客
か
ら
内
示

を
受
け
る
方
法
は
、

社
印
の
あ
る
文
書
や

メ
ー
ル
で
あ
り
、
口

頭
連
絡
に
よ
る
こ
と

も
あ
る
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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者
へ
の
質
問
に
よ
り

調
査
す
る
。

③
対
象
期
間
の
購
買

要
求
デ
ー
タ
と
顧
客

注
文
デ
ー
タ
を
照
合

し
、
数
量
が
一
致
し

て
い
る
こ
と
を
確
か

め
る
。

a.
 顧
客
か
ら
の
注
文

が
デ
ー
タ
伝
送
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
伝

送
デ
ー
タ
が
加
工
さ

れ
る
こ
と
な
く
購
買

要
求
デ
ー
タ
と
し
て

使
用
さ
れ
る
こ
と
を

シ
ス
テ
ム
部
門
担
当

者
へ
の
質
問
に
よ
り

確
か
め
る
。

b.
 顧
客
か
ら
の
注

文
が
書
面
で
届
き
、

そ
れ
に
基
づ
き
ス
タ

ッ
フ
が
シ
ス
テ
ム
入

力
し
て
い
る
場
合

は
、
書
面
と
シ
ス
テ

ム
デ
ー
タ
の
数
量
と

を
照
合
す
る
。

（
全
件
の
照
合
が
時

間
の
制
約
に
よ
り
困

難
な
場
合
に
は
、
適

切
量
の
サ
ン
プ
ル
チ

ェ
ッ
ク
も
可
）

④
上
記
③
の
結
果
、

数
量
不
一
致
の
事
例

が
あ
れ
ば
、
そ
の
背

景
や
理
由
、
そ
れ
が

与
え
る
影
響
を
関
係

帳
票
の
閲
覧
や
、
購

買
要
求
部
門
担
当
者

へ
の
質
問
に
よ
り
調

査
す
る
。

顧
客
注
文
書
フ

ァ
イ
ル
/顧
客

注
文
デ
ー
タ

購
買
要
求
書
フ

ァ
イ
ル
/購
買

要
求
デ
ー
タ

主
と
な
る
回
答

者 （
シ
ス
テ
ム
部

門
担
当
者
）

（
購
買
要
求
部

門
担
当
者
）

IT
推
進
部

Ｅ
主
任

生
産
管
理

部 Ａ
主
任

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日
監
査
人
M
×
関
係
者
へ
の
質
問
の

結
果
、
顧
客
注
文
を

デ
ー
タ
伝
送
で
入
手

し
て
い
る
場
合
に

は
、
指
摘
す
べ
き
事

項
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。

書
面
で
届
い
た
顧
客

注
文
数
量
と
、
購
買

要
求
デ
ー
タ
を
照
合

し
た
と
こ
ろ
、
顧

客
注
文
数
が
購
買
要

求
数
よ
り
も
少
な
い

も
の
が
1件
あ
っ
た
。

顧
客
注
文
数
の
最
初

の
入
力
は
、
シ
ス
テ

ム
ロ
グ
に
よ
る
と
12

月
3日
だ
が
、
12
月

10
日
に
更
新
さ
れ
て

い
る
。
書
面
受
領
し

た
顧
客
注
文
書
は
12

月
9日
発
行
で
数
量

は
40
0。
調
査
時
点

で
10
0の
余
剰
在
庫

が
あ
る
こ
と
か
ら
、

12
月
3日
の
購
買
要

求
数
は
、
内
示
に
基

づ
き
入
力
さ
れ
た
数

値
50
0に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
と
判
断
し

た
。
購
買
要
求
部
門

（
生
産
管
理
部
）
担

当
者
に
よ
る
と
、
こ

の
余
剰
は
次
回
注
文

時
に
調
整
可
能
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
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（
Ⅲ
．発
注
）
2
発
注
手
続
購
買
担
当

部
門
に
よ

っ
て
合
理

的
な
購
買

活
動
に
な

る
よ
う
な

仕
組
に
な

っ
て
い
る

こ
と
が
重

要
で
あ

る
。

（
1）
発
注
は
す

べ
て
要
求

書
に
基
づ

い
て
行
わ

れ
て
い
る

か
。

【
量
産
購
買
（
シ
ス

テ
ム
発
注
）の
場
合
】

①
関
係
社
内
規
程
、

内
規
等
の
閲
覧
や
、

シ
ス
テ
ム
部
門
担
当

者
へ
の
質
問
に
よ

り
、
購
買
部
門
が
恣

意
的
に
購
買
品
目
を

登
録
し
た
り
、
数
量

を
変
更
し
た
り
で
き

な
い
よ
う
な
シ
ス
テ

ム
統
制
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
か
め

る
。
②
購
買
部
門
担
当
者

に
質
問
し
、
シ
ス
テ

ム
発
注
の
ル
ー
ル
が

ど
の
よ
う
で
あ
る
か

を
確
か
め
る
。
ル
ー

ル
が
文
書
化
さ
れ
て

い
る
場
合
、
そ
の
内

容
を
閲
覧
し
て
確
か

め
る
。

③
監
査
対
象
期
間
の

う
ち
直
近
の
３
か
月

分
の
発
注
デ
ー
タ
を

閲
覧
し
、
上
記
②
の

ル
ー
ル
に
従
っ
て
処

理
さ
れ
て
い
る
か
否

か
を
確
か
め
る
。

④
上
記
②
の
ル
ー
ル

と
の
整
合
性
に
疑
義

が
あ
る
場
合
、
そ
の

背
景
や
理
由
、
そ
れ

発
注
デ
ー
タ

主
と
な
る
回
答

者 （
購
買
部
門
担

当
者
）

（
シ
ス
テ
ム
部

門
担
当
者
）

資
材
部

Ｄ
主
任

IT
推
進
部

Ｅ
主
任

20
10
年

ｍ
月
d日

監
査
人
M
○
シ
ス
テ
ム
発
注
の
ル

ー
ル
は
文
書
化
さ
れ

て
お
り
、
直
近
３
か

月
の
発
注
デ
ー
タ
を

閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、

シ
ス
テ
ム
発
注
ル
ー

ル
ど
お
り
に
運
用
さ

れ
て
い
た
。

購
買
部
門
に
は
購
買

品
目
の
登
録
を
行
え

る
権
限
を
持
つ
担
当

者
が
1名
お
り
、
電

話
で
緊
急
注
文
を
受

け
た
場
合
に
は
、
そ

の
担
当
者
が
入
力

し
、
通
常
業
務
と
同

様
、
購
買
部
門
の
他

の
担
当
者
が
内
容
に

間
違
い
の
な
い
こ
と

を
確
か
め
、
購
買
部

門
責
任
者
（
課
長
）

が
承
認
し
、
デ
ー
タ

伝
送
を
行
う
。

そ
の
後
、
発
注
デ
ー

タ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
し
、
電
話
を
し
て

き
た
要
求
部
門
担
当

者
と
要
求
部
門
責
任

者
（
課
長
）
の
押
印

を
取
り
、
フ
ァ
イ
ル

し
て
い
た
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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が
与
え
る
影
響
を
関

係
帳
票
の
閲
覧
や
、

購
買
要
求
部
門
担
当

者
へ
の
質
問
に
よ
り

調
査
す
る
。

【
量
産
購
買
以
外
の

購
買
（
書
面
発
注
）

の
場
合
】

①
対
象
期
間
の
注
文

書
（
控
）
フ
ァ
イ
ル

を
閲
覧
し
て
、
注
文

書
（
控
）
に
対
応
す

る
購
買
要
求
書
の
有

無
を
確
か
め
、更
に
、

内
容
・
数
量
・
希
望

納
期
な
ど
の
購
買
要

求
事
項
が
注
文
書

（
控
）
に
間
違
い
な

く
反
映
さ
れ
て
い
る

か
を
確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

対
応
す
る
購
買
要
求

書
が
存
在
し
な
い
発

注
事
例
が
あ
る
場

合
、
そ
の
背
景
や
理

由
、
そ
れ
が
与
え
る

影
響
を
関
係
帳
票
の

閲
覧
や
、
購
買
要
求

部
門
担
当
者
へ
の
質

問
に
よ
り
調
査
す

る
。

注
文
書
（
控
）

フ
ァ
イ
ル

購
買
要
求
書
フ

ァ
イ
ル

主
と
な
る
回
答

者 （
購
買
部
門
担

当
者
）

関
連
部
門
回
答

者 （
購
買
要
求
部

門
担
当
者
）

資
材
部

Ｄ
主
任

設
計
部

B
主
任

生
産
技
術

部 C
主
任

設
計
部

F課
長

生
産
技
術

部 G
課
長

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

20
10
年

ｍ
月
ｄ
＋

１
日

監
査
人
M

監
査
人
M

×
32
4件
の
発
注
の
う

ち
、
3件
は
対
応
す

る
購
買
要
求
書
が
な

か
っ
た
。

3件
と
も
、
電
話
で

連
絡
を
受
け
、
緊
急

対
応
と
し
て
発
注
し

た
も
の
だ
っ
た
。

購
買
部
門
の
担
当
者

は
、
後
で
も
構
わ
な

い
の
で
購
買
要
求
書

を
提
出
す
る
よ
う
伝

え
た
が
、
未
提
出
の

ま
ま
調
査
時
点
に
至

っ
た
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

要
求
部
門
（
2件
は

設
計
部
、
1件
は
生

産
技
術
部
）
の
担
当

者
に
質
問
し
た
と
こ

ろ
、
至
急
必
要
と
な

り
電
話
で
依
頼
し
た

が
、
現
場
の
対
応
に

追
わ
れ
て
購
買
要
求

書
を
提
出
す
る
よ
う

言
わ
れ
た
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
っ
た
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

設
計
部
と
生
産
技
術

部
の
上
位
者
に
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
当
時
の

背
景
と
対
応
結
果
を

明
確
に
記
憶
し
て
い

た
が
、
購
買
要
求
書

を
提
出
し
た
か
を
部

購
買
要
求
部
門

も
資
材
部
門

も
、
口
頭
連

絡
・
事
後
提
出

に
よ
っ
て
速
や

か
な
緊
急
対
応

が
で
き
て
い
た

の
で
、
書
面
発

注
を
厳
格
に
行

う
必
要
性
を
感

じ
て
い
な
か
っ

た
。

緊
急
対
応
を
装

っ
た
購
買
要
求

書
に
基
づ
か
な

い
発
注
の
リ
ス

ク
が
あ
る
。

20
10
-0
1-
01



Ⅶ
．
売
上

債
権
管
理
1
売
上
計
上
代
金
回
収

の
前
提
条
（
1）
売
上
が
、

定
め
ら
れ
①
現
場
で
使
用
さ
れ

て
い
る
会
計
処
理
基
・
担
当
者
使
用

の
会
計
処
理
基
販
売
業
務

部
20
10
年

ｍ
月
ｄ
日
監
査
人
M
○
担
当
者
使
用
の
会
計

処
理
基
準
P.
xx
に
記

監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
準
備

留
意
／
着
目
す
べ
き
事
項

①
部
門
の
方
針
・
計
画
の
概
況

②
取
引
概
況

③
販
売
先
登
録
手
順

④
売
上
か
ら
債
権
回
収
ま
で
の
概
要

⑤
監
査
対
象
と
な
る
取
引
と
帳
票
類

入
手
す
べ
き
資
料

会
計
処
理
基
準
（
基
準
変
更
の
決
裁
書
類
等
を
含
む
）、
年
度
部
門
業
務
計
画

（
過
去
２
年
度
分
を
含
む
）

販
売
先
一
覧
表
、
販
売
先
別
売
上
高
表
、
売
上
高
の
予
算
対
実
績
月
別
推
移
（
過

去
２
年
度
分
を
含
む
）、
及
び
同
期
間
の
販
売
部
門
組
織
図
と
業
務
分
担
表

新
規
受
注
決
裁
書
類
、
販
売
契
約
書
（
ひ
な
型
を
含
む
）、
標
準
取
引
条
件
、
販

売
先
登
録
依
頼
書

組
織
図
、
業
務
分
掌
、
職
務
記
述
書
、
業
務
フ
ロ
ー
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
業
務

分
担
表

出
荷
帳
票
、
売
上
デ
ー
タ
(販
売
先
別
売
上
高
)及
び
売
掛
デ
ー
タ
（
売
掛
金
残
高

明
細
)、
売
掛
金
年
齢
表
及
び
入
金
記
録
帳
票
（
過
去
２
年
度
分
を
含
む
）

実
施
す
べ
き
作
業

売
上
計
上
基
準
変
更
の
背
景
及
び
想
定
さ
れ
る
財
務
値
へ
の
影
響
、
並
び
に
今
年
度

及
び
過
年
度
の
販
売
計
画
を
調
査
す
る
。

担
当
の
管
理
者
の
在
任
期
間
や
販
売
商
品
の
切
替
時
期
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
、

過
年
度
か
ら
の
販
売
計
画
及
び
達
成
状
況
を
分
析
し
、
調
査
す
る
。

新
規
受
注
か
ら
販
売
先
登
録
ま
で
の
手
順
を
概
観
し
、
職
務
分
離
の
状
況
や
取
引
条

件
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
等
を
把
握
す
る
。

販
売
業
務
の
流
れ
の
概
略
を
把
握
す
る
。

対
象
年
度
及
び
過
年
度
の
期
別
月
別
売
上
高
、
売
上
デ
ー
タ
件
数
、
販
売
先
別
売
上

高
及
び
売
掛
金
残
高
（
月
数
を
含
む
）
の
状
況
を
把
握
す
る
。

監
査
対
象
名

販
売
管
理
（
売
上
債
権
管
理
）

＜
添
付
資
料
③
－
２
＞
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下
に
確
か
め
な
か
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
購
買
要
求
書
の
存
在

を
確
認
で
き
な
か
っ

た
注
文
書
は
3件
あ

っ
た
も
の
の
、
要
求

部
門
の
担
当
者
及
び

そ
の
上
位
者
が
認
識

し
て
い
な
い
注
文
は

な
か
っ
た
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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件
と
し

て
、
売
上

高
が
確
定

さ
れ
て
い

る
こ
と
が

必
要
で
あ

る
。
す
な

わ
ち
、
売

上
計
上
が

実
現
主
義

に
基
づ
い

て
正
し
く

会
計
処
理

さ
れ
て
い

る
か
ど
う

か
を
確
か

め
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

た
計
上
基

準
（
｢
出

荷
基
準
｣）

に
従
っ
て

適
正
に
計

上
さ
れ
て

い
る
か
。

（
2）
売
上
控
除

項
目
が
、

所
定
の
手

続
に
従
っ

て
適
正
に

処
理
さ
れ

て
い
る

か
。

準
等
を
閲
覧
し
、
出

荷
基
準
と
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
か

め
る
。

②
対
象
期
間
（
期
末

月
及
び
翌
期
首
月
を

含
む
）
の
計
上
済
の

売
上
デ
ー
タ
x
x
件

を
無
作
為
に
抽
出
の

上
、
出
荷
日
が
記
入

さ
れ
た
出
荷
帳
票
と

照
合
し
、
売
上
計
上

日
と
出
荷
日
が
一
致

し
て
い
る
か
否
か
を

確
か
め
る
。

③
上
記
②
の
結
果
、

整
合
し
て
い
な
い
事

例
が
発
見
さ
れ
た
場

合
、
そ
の
背
景
や
理

由
、
そ
れ
が
与
え
る

影
響
を
関
係
帳
票
の

閲
覧
や
担
当
者
へ
の

質
問
に
よ
り
調
査

し
、必
要
に
応
じ
て
、

現
場
の
視
察
を
行

う
。

①
売
上
値
引
、
売
上

割
戻
（
リ
ベ
ー
ト
）

に
つ
い
て
質
問
し
、

そ
の
制
度
の
有
無
を

確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

同
制
度
及
び
実
績
が

あ
る
場
合
、
所
定
の

基
準
・
手
続
の
記
載

準 ・
売
上
デ
ー
タ

・
出
荷
帳
票

・
（
売
上
計
上

担
当
者
）

・
（
売
上
計
上

担
当
者
）

・
所
定
の
基
準

・
手
続
の
記
載

さ
れ
た
文
書

・
関
係
帳
票

販
売
業
務

部 （
主
任
A

氏
） 同
上

〔
非
該
当
〕

同
上

同
上

〔
非
該
当
〕

監
査
人
M

監
査
人
M

×

載
さ
れ
て
い
る
内
容

に
よ
り
、
｢出
荷
基

準
｣で
あ
る
こ
と
を

確
か
め
た
。

抽
出
し
た
20
09
年
３

月
度
及
び
４
月
度
の

売
上
デ
ー
タ
x
x
件

の
う
ち
、
売
上
計
上

日
と
出
荷
帳
票
の
出

荷
日
が
一
致
し
な
い

も
の
（
売
上
計
上
の

前
倒
し
）
が
△
件

（
○
○
百
万
円
相
当
）

発
見
さ
れ
た
。

〔
該
当
制
度
な
し
〕

不
整
合
で
あ
っ

た
△
件
の
発
生

原
因
を
A
氏
へ

質
問
し
、
更
に

売
上
デ
ー
タ
入

力
現
場
を
視
察

し
た
と
こ
ろ
、

通
常
は
、
出
荷

帳
票
に
記
入
さ

れ
た
日
付
で
売

上
が
計
上
さ
れ

る
よ
う
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
デ

ー
タ
連
係
さ
れ

て
い
る
が
、
販

売
業
務
部
で
デ

ー
タ
の
変
更
入

力
が
可
能
で
あ

る
こ
と
が
判
明

し
た
。
当
該
△

件
は
、
販
売
業

務
部
の
管
理
者

（
B
氏
）
の
指

示
に
基
づ
き
、

売
上
計
上
日
が

変
更
入
力
さ
れ

た
と
の
こ
と
。

販
売
業
務
部
で

売
上
デ
ー
タ
を

変
更
で
き
る
こ

と
か
ら
、
20
09

年
４
月
度
の
売

上
と
し
て
計
上

さ
れ
る
べ
き
も

の
が
同
年
３
月

度
に
計
上
さ
れ

て
お
り
、
決
算

期
（
20
09
年
３

月
）
に
修
正
さ

れ
な
い
場
合

｢期
間
配
分
の

適
切
性
｣が
損

な
わ
れ
る
リ
ス

ク
が
あ
る
。
更

に
、
売
上
高
自

体
が
改
ざ
ん
さ

れ
る
リ
ス
ク
が

あ
る
。

20
10
-0
2-
01
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2
回
収
売
掛
金
の

回
収
業
務

は
、
経
理

部
門
等
が

担
当
す
る

事
後
的
な

業
務
と
さ

れ
が
ち
で

あ
る
が
、

（
3）
架
空
の
売

上
計
上
や

売
上
操
作

が
な
い

か
。

（
1）
販
売
先
か

ら
の
代
金

回
収
が
、

取
引
基
準

ど
お
り
に

行
わ
れ
て

い
る
か
。

さ
れ
た
文
書
と
関
係

帳
票
を
閲
覧
し
て
、

そ
れ
ら
の
処
理
が
所

定
の
基
準
・
手
続
に

準
拠
し
て
い
る
か
否

か
を
確
か
め
る
。

①
監
査
対
象
期
間

（
期
末
月
及
び
翌
期

首
月
を
含
む
）
の
売

上
デ
ー
タ
及
び
出
荷

帳
票
（
戻
し
処
理
分

を
含
む
）を
閲
覧
し
、

例
外
処
理
や
異
常
値

の
有
無
を
確
か
め

る
。
②
上
記
①
の
結
果
、

例
外
処
理
や
異
常
値

が
発
見
さ
れ
た
場

合
、
そ
の
背
景
や
理

由
、
そ
れ
が
与
え
る

影
響
を
関
係
帳
票
の

閲
覧
や
担
当
者
へ
の

質
問
に
よ
り
調
査

し
、必
要
に
応
じ
て
、

現
場
の
視
察
を
行

う
。
①
取
引
基
準
（
出
荷

日
、
締
め
日
、
支
払

日
、
支
払
方
法
等
）

を
閲
覧
後
、
実
際
の

入
金
状
況
が
記
録
さ

れ
た
帳
票
を
閲
覧

し
、
基
準
に
適
合
し

て
い
る
か
否
か
を
確

か
め
る
。

・
売
上
デ
ー
タ

・
出
荷
帳
票

・
（
売
上
計
上

担
当
者
）

・
取
引
基
準

・
入
金
記
録
帳

票 ・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

販
売
業
務

部
（
主
任

A氏
、
課

長
B
氏
）

販
売
業
務

部
（
主
任

C
氏
）

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

同
上

監
査
人
M

監
査
人
M

× ○

上
記
△
件
に
関
す
る

売
上
デ
ー
タ
及
び
出

荷
帳
票
を
閲
覧
し
た

と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も

出
荷
の
事
実
に
相
違

は
な
か
っ
た
が
、
そ

の
理
由
を
担
当
者

（
A
氏
）
及
び
管
理

者
（
B
氏
）
に
質
問

し
た
と
こ
ろ
、
売
上

目
標
（
予
算
）
値
と

の
乖
離
が
あ
っ
た
た

め
、
翌
期
首
分
の
出

荷
実
績
の
一
部
を
前

倒
し
し
て
当
期
３
月

分
と
し
て
売
上
計
上

（
変
更
入
力
）
を
行

っ
た
と
の
説
明
が
あ

っ
た
。

上
記
で
抽
出
し
た

x
x
件
に
対
応
す
る

出
荷
帳
票
と
入
金
記

録
帳
票
（
財
務
部
か

ら
入
手
）を
閲
覧
し
、

出
荷
日
と
入
金
日
を

照
合
し
た
結
果
、
取

引
基
準
に
適
合
し
て

い
た
。
な
お
、
同
基

期
間
の
売
上
目

標
達
成
の
た
め

に
、
売
上
デ
ー

タ
（
売
上
計
上

日
）
を
手
入
力

で
変
更
す
る
よ

う
A
氏
に
指
示

し
た
と
の
説
明

が
B
氏
か
ら
あ

っ
た
。

上
記
（
1）
②

に
同
じ
。

20
10
-0
2-
01

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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入
金
さ
れ

て
は
じ
め

て
販
売
業

務
の
完
了

と
な
る
こ

と
を
認
識

し
、
販
売

部
門
に
お

け
る
売
掛

金
情
報
の

収
集
・
把

握
と
回
収

管
理
体
制

を
整
備
す

る
こ
と
が

必
要
で
あ

る
。

（
2）
入
金
期
日

を
経
過
し

た
場
合
の

遅
延
利
息

の
徴
収

が
、
約
定

ど
お
り
実

施
さ
れ
て

い
る
か
。

（
3）
請
求
書
が
、

所
定
の
手

続
ど
お
り

確
実
に
発

送
さ
れ
て

い
る
か
。

②
上
記
①
の
結
果
、

基
準
へ
の
不
適
合
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
担
当
者
へ
の
質
問

に
よ
り
調
査
す
る
。

①
遅
延
利
息
徴
収
を

取
り
決
め
て
い
る
販

売
先
に
つ
い
て
担
当

者
に
質
問
し
、
そ
の

有
無
を
確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

該
当
す
る
販
売
先
が

あ
る
場
合
、
そ
こ
か

ら
の
入
金
状
況
の
記

録
を
閲
覧
し
、
約
定

書
記
載
の
条
件
に
適

合
し
て
い
る
か
否
か

を
確
か
め
る
。

③
上
記
②
の
結
果
、

基
準
へ
の
不
適
合
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
担
当
者
へ
の
質
問

に
よ
り
調
査
す
る
。

①
請
求
書
の
発
行
手

順
を
記
載
し
た
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
閲
覧
し
、

所
定
の
手
続
を
理
解

す
る
。

②
請
求
書
発
行
控
を

閲
覧
し
、
担
当
者
が

所
定
の
手
続
に
準
拠

し
て
、
各
販
売
先
に

対
す
る
請
求
書
を
遺

漏
な
く
発
送
し
て
い

・
遅
延
利
息
徴

収
を
取
り
決
め

て
い
る
販
売
先

の
リ
ス
ト

・
入
金
記
録
帳

票 ・
約
定
書

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

・
請
求
書
発
行

マ
ニ
ュ
ア
ル

・
請
求
書
発
行

控 ・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

販
売
業
務

部
（
主
任

C
氏
）

販
売
業
務

部
（
主
任

C
氏
）

同
上

同
上

監
査
人
M

監
査
人
M

○ ○

準
に
よ
れ
ば
、「
出

荷
日
の
月
末
締
め
請

求
、
翌
月
末
払
」
と

な
っ
て
い
た
。

遅
延
利
息
徴
収
を
取

り
決
め
て
い
る
販
売

先
の
リ
ス
ト
を
C
氏

か
ら
入
手
し
、
入
金

記
録
帳
票
と
と
も
に

閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、

約
定
書
記
載
の
条
件

に
適
合
し
て
お
り
、

徴
収
の
対
象
と
な
る

取
引
は
な
か
っ
た
。

上
記
で
抽
出
し
た

x
x
件
に
対
応
す
る

請
求
書
発
行
控
を
閲

覧
し
た
結
果
、
所
定

の
手
続
ど
お
り
請
求

書
が
発
送
さ
れ
て
い

た
。
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（
4）
売
掛
金
の

年
齢
調
査

が
定
期
的

に
行
わ

れ
、
代
金

回
収
の
遅

れ
て
い
る

販
売
先
が

明
確
に
把

握
さ
れ
て

い
る
か
。

る
か
否
か
を
確
か
め

る
。
③
上
記
②
の
結
果
、

所
定
の
手
続
に
準
拠

し
て
い
な
い
事
例
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
担
当
者
へ
の
質
問

に
よ
り
調
査
す
る
。

①
販
売
先
別
売
掛
金

残
高
明
細
及
び
売
掛

金
年
齢
表
を
閲
覧

し
、
回
収
遅
延
の
定

義
が
明
確
化
さ
れ
る

と
と
も
に
、
回
収
遅

延
販
売
先
と
金
額
が

把
握
さ
れ
、
担
当
者

が
上
位
者
に
的
確
に

伝
え
て
い
る
か
否
か

を
質
問
等
に
よ
り
確

か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

回
収
遅
延
の
定
義
や

回
収
遅
延
販
売
先
・

金
額
が
明
確
化
さ
れ

て
い
な
い
、
又
は
そ

れ
ら
が
的
確
に
上
位

者
に
伝
え
ら
れ
て
い

な
い
場
合
、
そ
の
背

景
や
理
由
、
そ
れ
が

与
え
る
影
響
を
関
係

帳
票
の
閲
覧
や
担
当

者
へ
の
質
問
に
よ
り

・
売
掛
デ
ー
タ

・
入
金
記
録
帳

票 ・
販
売
先
別
売

掛
金
残
高
明
細

及
び
売
掛
金
年

齢
表
（
過
年
度

分
を
含
む
）

・
債
権
管
理
マ

ニ
ュ
ア
ル

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

販
売
業
務

部
（
主
任

C
氏
）

同
上

監
査
人
M
○
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
閲
覧
し
た
と
こ

ろ
、
回
収
遅
延
３
か

月
以
上
の
売
掛
金
を

「
回
収
遅
延
債
権
」

と
し
、
督
促
の
対
象

と
す
る
こ
と
が
定
義

さ
れ
て
い
た
。ま
た
、

過
去
２
年
度
分
の
販

売
先
別
売
掛
金
残
高

明
細
及
び
売
掛
金
年

齢
表
を
閲
覧
し
、
売

掛
デ
ー
タ
及
び
入
金

記
録
帳
票
と
照
合
し

た
結
果
、
回
収
遅
延

債
権
は
正
確
に
把
握

さ
れ
て
い
た
。ま
た
、

こ
れ
ら
の
帳
票
は
所

定
の
手
続
を
経
て
上

位
者
に
提
出
さ
れ
て

い
た
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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（
5）
代
金
回
収

が
遅
れ
て

い
る
販
売

先
に
対
し

て
、
適
切

な
代
金
回

収
措
置
を

講
じ
て
い

る
か
。

（
6）
販
売
先
に

対
す
る
売

上
債
権
の

残
高
確
認

が
、
定
期

的
に
実
施

さ
れ
て
い

る
か
。

（
7）
売
掛
金
の

回
収
状
況

及
び
回
収

遅
延
債
権

の
内
訳

が
、
販
売

調
査
す
る
。

①
回
収
が
遅
延
し
て

い
る
場
合
の
措
置
に

つ
い
て
担
当
者
に
質

問
し
、
該
当
事
例
の

有
無
を
確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

該
当
事
例
が
あ
る
場

合
、
そ
れ
ら
を
抽
出

し
、
ど
の
よ
う
な
措

置
を
講
じ
た
か
を
質

問
し
、
関
係
す
る
帳

票
を
閲
覧
し
て
、
そ

の
措
置
が
適
切
か
否

か
を
判
断
す
る
。

③
上
記
②
の
結
果
、

適
切
で
な
い
事
例
が

発
見
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
質
問
に
よ
り
調
査

す
る
。

①
関
係
帳
票
を
閲
覧

し
、
定
期
的
実
施
の

裏
付
け
を
取
る
。

②
更
に
、
残
高
確
認

の
対
象
と
な
る
債
権

が
す
べ
て
網
羅
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
を

確
か
め
る
。

①
売
掛
金
の
回
収
状

況
及
び
回
収
遅
延
債

権
の
内
訳
に
関
す
る

報
告
資
料
を
閲
覧
の

上
、
販
売
部
門
の
責

任
者
へ
の
報
告
時

・
売
掛
金
年
齢

表 ・
回
収
遅
延
関

係
帳
票

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

・
売
掛
金
年
齢

表 ・
債
権
管
理
マ

ニ
ュ
ア
ル

・
回
収
遅
延
関

係
帳
票

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

・
残
高
確
認
関

係
帳
票

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

・
回
収
状
況
及

び
回
収
遅
延
債

権
内
訳
報
告
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
（
回
収
管
理

担
当
者
）

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

監
査
人
M

監
査
人
M

監
査
人
M

監
査
人
M

○ ○ ○ ○

C
氏
は
、
回
収
遅
延

と
な
っ
て
い
る
も
の

の
内
容
を
す
べ
て
把

握
し
て
い
た
。

回
収
遅
延
債
権
に
該

当
し
な
い
未
回
収
残

高
が
あ
る
が
、「
督

促
等
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
に
は
な
っ
て

お
ら
ず
、
特
段
の
ア

ク
シ
ョ
ン
を
取
っ
て

い
な
い
」
と
の
回
答

が
C
氏
か
ら
あ
り
、

関
係
帳
票
（
債
権
管

理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
含

む
）
を
閲
覧
し
た
結

果
、
指
摘
す
べ
き
事

項
は
は
な
か
っ
た
。

関
係
帳
票
を
閲
覧
し

た
結
果
、
売
上
債
権

の
残
高
確
認
は
半
期

に
１
度
実
施
さ
れ
て

い
た
が
、
回
収
遅
延

債
権
に
該
当
し
な
い

も
の
つ
い
て
は
督
促

等
の
管
理
対
象
に
な

っ
て
い
な
い
と
C
氏

は
回
答
し
た
。

関
係
帳
票
を
閲
覧
し

た
結
果
、
回
収
遅
延

債
権
に
該
当
す
る
も

の
は
な
く
、
ま
た
、

売
上
計
上
前
倒
し
分

は
未
回
収
残
高
に
含
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部
門
の
責

任
者
に
適

切
に
報
告

さ
れ
て
い

る
か
。

（
8）
販
売
部
門

の
責
任
者

は
、
回
収

促
進
に
有

効
か
つ
積

極
的
に
取

り
組
ん
で

い
る
か
。

期
・
方
法
や
内
容
に

つ
い
て
、
担
当
者
に

質
問
し
、
そ
れ
ら
の

適
切
性
を
判
断
す

る
。
②
上
記
①
の
結
果
、

有
効
性
と
積
極
性
に

疑
義
が
あ
る
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
担
当
者
へ
の
質
問

に
よ
り
調
査
す
る
。

①
売
掛
金
年
齢
表
の

過
年
度
分
を
閲
覧

し
、
デ
ー
タ
を
比
較

分
析
し
て
特
徴
的
な

変
化
や
事
象
が
な
い

か
を
検
討
す
る
。

②
販
売
部
門
の
責
任

者
に
対
し
、
回
収
促

進
へ
の
取
り
組
み
状

況
に
つ
い
て
質
問

し
、
裏
付
け
と
な
る

帳
票
が
あ
れ
ば
閲
覧

し
、
有
効
性
と
積
極

性
を
判
断
す
る
。

③
上
記
②
の
結
果
、

有
効
性
と
積
極
性
に

疑
義
が
あ
る
場
合
、

そ
の
背
景
や
理
由
、

そ
れ
が
与
え
る
影
響

を
関
係
帳
票
の
閲
覧

や
質
問
に
よ
り
調
査

す
る
。

・
上
記（
4）
か

ら（
7）
の
帳
票

を
含
む
、
回
収

促
進
へ
の
取
り

組
み
に
関
す
る

帳
票
・
（
販
売
部
門

責
任
者
）

販
売
業
務

部
（
担
当

役
員
D

氏
）

同
上

監
査
人
M
○

め
、
販
売
部
門
担
当

役
員
に
毎
月
報
告
さ

れ
て
い
た
。

過
年
度
の
売
掛
金
残

高
推
移
を
比
較
分
析

し
た
と
こ
ろ
、
２
年

間
に
未
回
収
残
高
が

増
加
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
判
っ
た
。
販
売

部
門
担
当
役
員
の
D

氏
に
回
収
促
進
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

質
問
し
た
と
こ
ろ
、

「
毎
月
本
報
告
を
受

け
て
お
り
、
未
回
収

残
高
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
を
承
知
し
て

い
る
が
、
回
収
遅
延

債
権
に
該
当
す
る
も

の
は
な
い
は
ず
だ
」

と
回
答
し
た
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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Ⅲ
．
情
報

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ

5
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

不
正
ア
ク

セ
ス
に
よ

る
情
報
シ

ス
テ
ム
の

破
壊
や
情

報
漏
洩
を

防
ぐ
上

で
、
ア
ク

セ
ス
コ
ン

ト
ロ
ー
ル

が
必
要
で

あ
る
。

（
5）
ア
ク
セ
ス

権
限
の
付

与
申
請
、

承
認
、
発

行
、
削
除

等
に
か
か

る
手
続
が

定
め
ら
れ

て
い
る

か
。

①
「
ア
ク
セ
ス
権
限

付
与
規
程
」
を
閲
覧

し
て
、
次
の
事
項
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
か
め
る
。

a.
ア
ク
セ
ス
権
限
の

発
行
・
削
除
は
、
ユ

ー
ザ
ー
か
ら
の
申
請

に
基
づ
き
実
施
す
る

こ
と
b.
申
請
に
基
づ
き
、

申
請
理
由
や
職
務
上

の
必
要
性
を
勘
案
し

て
ア
ク
セ
ス
レ
ベ
ル

を
決
定
す
る
こ
と

c.
ア
ク
セ
ス
レ
ベ
ル

の
決
定
に
際
し
て

は
、
管
理
者
の
承
認

を
得
る
こ
と

d.
管
理
者
の
承
認
前

ア
ク
セ
ス
権
限

付
与
規
程

（
IT
部
B
部
長
）

IT
部
B
部

長
20
10
年

ｍ
月
ｄ
日
監
査
人
M
×
「
ア
ク
セ
ス
権
限
付

与
規
程
」
に

g.
使
用
さ
れ
て
い
な

い
ユ
ー
ザ
ー
ID
が

な
い
か
を
定
期
的
に

確
か
め
、
あ
っ
た
場

合
に
は
削
除
す
る
こ

と
、
が
定
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。

IT
部
B
部
長
は
、
そ

の
不
備
に
気
付
い
て

い
な
か
っ
た
。

シ
ス
テ
ム
管
理

者
と
し
て
未
使

用
ユ
ー
ザ
ID

を
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
不

正
ア
ク
セ
ス
が

行
わ
れ
る
と
い

う
意
識
が
薄

く
、
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
の
必
要
性

に
つ
い
て
も
認

識
不
足
で
あ
る

こ
と
が
原
因
で

あ
る
。

不
要
な
ID
登

録
が
な
い
こ
と

を
定
期
的
に
確

か
め
る
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の
プ
ロ

セ
ス
が
な
い
こ

と
か
ら
、
不
正

ア
ク
セ
ス
に
よ

る
情
報
漏
洩
の

リ
ス
ク
が
あ

る
。

20
10
-0
3-
01

監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
準
備

留
意
／
着
目
す
べ
き
事
項

①
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
管
理
規
程

と
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備

②
ア
ク
セ
ス
権
限
設
定
に
関
す
る
規
程
と
ア

ク
セ
ス
権
限
設
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備

③
自
主
点
検
の
実
行

④
前
回
監
査
の
発
見
事
項
及
び
改
善
提
案
並

び
に
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
状
況

入
手
す
べ
き
資
料

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
規
程
及
び
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

ア
ク
セ
ス
権
限
付
与
規
程
及
び
ア
ク
セ
ス
権
限
付
与
マ
ニ

ュ
ア
ル

実
施
結
果
報
告
書

前
回
監
査
報
告
書
、
措
置
回
答
書
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

報
告
書

実
施
す
べ
き
作
業

規
程
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
適
切
性
を
評
価
す
る
。

ア
ク
セ
ス
権
限
の
種
類
及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
の
シ
ス
テ
ム
仕
様
、
並
び
に
ア
ク
セ
ス
権
限
の
申
請
・
承

認
プ
ロ
セ
ス
及
び
権
限
抹
消
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
し
、
規
程
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
適
切
性
を
評
価
す
る
。

自
主
点
検
結
果
を
事
前
に
閲
覧
し
、
実
施
状
況
を
把
握
す
る
。

措
置
回
答
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
を
閲
覧
し
、
前
回
監
査
後
の
改
善
状
況
を
念
頭
に
置
く
。

監
査
対
象
名

情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）

＜
添
付
資
料
③
－
３
＞ 監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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（
6）
ユ
ー
ザ
ー

ID
の
権

限
付
与
承

認
者
と
登

録
実
施
者

は
分
離
さ

れ
て
い
る

か
。

に
ア
ク
セ
ス
権
限
を

付
与
し
な
い
こ
と

e.
付
与
し
た
ア
ク
セ

ス
権
限
は
管
理
台
帳

に
登
録
し
管
理
す
る

こ
と
f.ユ
ー
ザ
ー
の
退
職
、

異
動
時
は
直
ち
に
ア

ク
セ
ス
権
限
を
削
除

す
る
こ
と

g.
使
用
さ
れ
て
い
な

い
ユ
ー
ザ
ー
ID
が
な

い
か
を
定
期
的
に
確

か
め
、
あ
っ
た
場
合

に
は
削
除
す
る
こ
と

②
上
記
の
①
結
果
、

規
程
の
不
備
が
発
見

さ
れ
た
場
合
、
そ
の

背
景
や
理
由
、
そ
れ

が
与
え
る
影
響
を
関

係
帳
票
の
閲
覧
や
IT

部
の
責
任
者
へ
の
質

問
に
よ
り
調
査
す
る
。

「
ア
ク
セ
ス
権
限
付

与
規
程
」
を
閲
覧
し

て
、
ア
ク
セ
ス
権
限

付
与
承
認
者
と
登
録

実
施
者
を
分
け
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
確
か
め
る
。

職
務
分
担
表
等
か

ら
、
ア
ク
セ
ス
権
限

付
与
承
認
者
と
登
録

実
施
者
を
分
離
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
か

め
る
。

ア
ク
セ
ス
権
限

付
与
規
程
、
ユ

ー
ザ
ー
ID
管

理
者
任
免
簿
、

職
務
分
担
表
、

権
限
規
程
・
明

細
表
、
権
限
委

譲
書
等
、
業
務

手
続
・
マ
ニ
ュ

ア
ル
、
ア
ク
セ

ス
権
限
付
与
承

認
書
、
ア
ク
セ

ス
権
限
登
録
処

IT
部
A
課

長
20
10
年

ｍ
月
ｄ
日
監
査
人
M
○
諸
資
料
の
閲
覧
に
よ

り
確
認
済
。

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号
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（
7）
退
職
者
･

異
動
者
の

ユ
ー
ザ
ー

ID
は
速

や
か
に
削

除
さ
れ
て

い
る
か
。

（
8）
職
務
、
職

位
に
応
じ

た
適
切
な

ア
ク
セ
ス

権
限
が
設

定
さ
れ
て

い
る
か
。

①
退
職
者
・
異
動
者

の
あ
る
期
間
の
全
対

象
者
リ
ス
ト
入
手
し
、

閲
覧
す
る
。
関
係
資

料
の
aと
b、
bと
c、

aと
cを
照
合
し
整
合

性
を
確
か
め
る
。

②
比
較
的
異
動
の
多

い
時
期
の
対
象
者
リ

ス
ト
を
抽
出
し
て
、

氏
名
/I
D
と
異
動
日

の
日
付
を
キ
ー
と
し

て
関
係
資
料
の
a、
b、

cを
照
合
し
抹
消
・

変
更
登
録
に
遅
れ
が

な
い
か
を
確
か
め
る
。

③
上
記
の
②
結
果
、

異
常
が
発
見
さ
れ
た

場
合
、
異
動
の
多
い

別
の
時
期
の
デ
ー
タ

を
入
手
し
て
抜
き
取

り
調
査
を
行
う
。

①
ア
ク
セ
ス
権
限
設

定
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
閲

覧
し
、
権
限
設
定
時

に
、
申
請
組
織
内
で

第
三
者
に
よ
る
牽
制

が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
か
め
る
。

②
上
記
①
の
結
果
、

不
備
が
発
見
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
背
景
や

理
由
、
そ
れ
が
与
え

る
影
響
を
関
係
帳
票

の
閲
覧
や
IT
部
の
責

任
者
へ
の
質
問
に
よ

り
調
査
す
る
。

③
シ
ス
テ
ム
か
ら
出

力
さ
れ
た
ユ
ー
ザ
ー
一

覧
表
か
ら
、
10
件
以

理
結
果

a.
人
事
退
職
記

録
・
異
動
記
録

（
人
事
部
作

成
）、
ユ
ー
ザ

ー
か
ら
の
削
除

・
変
更
申
請
書

b.
退
職
・
異
動

の
多
い
3月
の

退
職
者
・
異
動

者
の
ID
登
録

抹
消
・
変
更
承

認
記
録
（
IT
部

作
成
）

c.
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
上
の
ID

抹
消
・
変
更
登

録
リ
ス
ト
（
IT

部
作
成
）

ア
ク
セ
ス
権
限

設
定
マ
ニ
ュ
ア

ル
（
IT
部
B
部

長
）

ユ
ー
ザ
ー
一
覧

表 権
限
付
与
申
請

IT
部
A
課

長 IT
部
A
課

長 IT
部
A
課

長

期
末
処
理

終
了
後
速

や
か
に

（
例
：
20
10

年
M
月
D

日
）

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

監
査
人
M

監
査
人
M

監
査
人
M

× × ○

削
除
漏
れ
は
な
か
っ

た
が
、
3月
1日
付
と

3月
15
日
付
の
退
職

者
・
異
動
者
の
ID

登
録
の
抹
消
・
変
更

が
4月
10
日
に
行
わ

れ
て
い
た
。

9月
の
退
職
者
・
異

動
者
も
調
査
し
た
と

こ
ろ
10
月
10
日
に

ID
登
録
の
抹
消
・

変
更
が
行
わ
れ
て
い

た
。

「
ア
ク
セ
ス
権
限
設

定
マ
ニ
ュ
ア
ル
」に
、

申
請
者
が
組
織
長

(事
業
部
長
、
部
長

等
)で
あ
る
場
合
に

は
第
三
者
に
よ
る
承

認
が
必
要
で
あ
る
と

規
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

40
件
を
照
合
し
た
結

果
、
異
常
な
し
。

ID
登
録
の
抹

消
・
変
更
手
続

が
遅
れ
る
理
由

を
IT
部
の
責
任

者
に
質
問
し
た

と
こ
ろ
、「
ユ

ー
ザ
ー
か
ら
の

抹
消
・
変
更
申

請
デ
ー
タ
は
月

末
に
ま
と
め
て

IT
部
に
送
ら
れ

て
く
る
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
、

月
初
は
業
務
が

立
て
込
ん
で
い

る
た
め
、
処
理

が
遅
れ
て
し
ま

う
」
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

シ
ス
テ
ム
管
理

者
の
認
識
不
足

に
よ
り
、
現
行

マ
ニ
ュ
ア
ル
で

は
、
す
べ
て
の

ア
ク
セ
ス
権
限

が
ダ
ブ
ル
チ
ェ

ッ
ク
に
基
づ
い

て
正
し
く
設
定

さ
れ
る
こ
と
が

担
保
さ
れ
て
い

な
い
。

ID
登
録
の
抹

消
・
変
更
手
続

が
遅
れ
て
お

り
、
そ
の
間
に

不
正
ア
ク
セ
ス

に
よ
る
情
報
漏

洩
リ
ス
ク
が
あ

る
。

現
行
マ
ニ
ュ
ア

ル
で
は
、職
務
、

職
位
に
応
じ
た

す
べ
て
の
ア
ク

セ
ス
権
限
が
正

し
く
設
定
さ
れ

る
こ
と
を
担
保

で
き
ず
、
不
正

ア
ク
セ
ス
や
情

報
漏
洩
の
リ
ス

ク
が
あ
る
。

20
10
-0
3-
01

20
10
-0
3-
02
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（
9）
情
報
シ
ス

テ
ム
に
対

す
る
ア
ク

セ
ス
履
歴

が
記
録
さ

れ
、
一
定

期
間
保
管

さ
れ
て
い

る
か
。

上
50
件
以
下
の
ユ
ー

ザ
ー
（
総
件
数
10
件

未
満
の
場
合
は
全
件
）

を
抽
出
し
、
承
認
済

の
「
権
限
付
与
申
請

書
」
と
照
合
す
る
。

①
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
閲
覧
し
、
ア
ク
セ

ス
履
歴
の
保
管
が
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
か
め
る
。ま
た
、

当
該
シ
ス
テ
ム
の
管

理
者
に
操
作
を
依
頼

し
、
ア
ク
セ
ス
履
歴

が
保
管
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
か
め
る
。

②
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
準
拠
し
た
ア
ク
セ

ス
権
限
の
付
与
が
行

わ
れ
て
い
る
か
否
か

を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

出
力
の
「
ア
ク
セ
ス

権
限
一
覧
表
」
と

「
権
限
付
与
申
請
書
」

の
使
用
期
限
と
を
照

合
し
、
整
合
し
て
い

る
こ
と
を
確
か
め
る
。

③
上
記
の
結
果
、
不

整
合
が
発
見
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
背
景
や

理
由
、
そ
れ
が
与
え

る
影
響
を
関
係
帳
票

の
閲
覧
や
IT
部
の
責

任
者
へ
の
質
問
に
よ

り
調
査
す
る
。

書 運
用
マ
ニ
ュ
ア

ル 運
用
マ
ニ
ュ
ア

ル 権
限
付
与
申
請

書 ア
ク
セ
ス
権
限

一
覧
表

IT
部
A
課

長 当
該
シ
ス

テ
ム
の
管

理
者

IT
部
A
課

長

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

20
10
年

ｍ
月
ｄ
日

監
査
人
M

監
査
人
M

○ ×

ア
ク
セ
ス
履
歴
の
保

管
が
規
定
さ
れ
、
当

該
シ
ス
テ
ム
の
ア
ク

セ
ス
履
歴
が
保
管
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
済
。

「
権
限
付
与
申
請
書
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る

使
用
期
限
を
既
に
超

過
し
て
い
る
ユ
ー
ザ

ー
が
「
ア
ク
セ
ス
権

限
一
覧
表
」
に
4名

記
載
さ
れ
て
い
た
。

担
当
者
の
回
答

に
よ
れ
ば
、
同

申
請
書
記
載
の

使
用
期
限
の
経

過
に
気
が
つ
い

た
と
き
に
抹
消

し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
り
、

抹
消
作
業
の
実

施
の
有
無
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
手

続
が
存
在
し
な

い
。

ア
ク
セ
ス
権
限

の
期
限
が
切
れ

た
ユ
ー
ザ
ー
が

不
正
ア
ク
セ
ス

を
行
う
リ
ス
ク

が
あ
る
。

20
10
-0
3-
02

監
　
査
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム

実
　
施
　
結
　
果

『
内
部
監
査
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』（
日
本
内
部
監
査

協
会
「
内
部
監
査
実
務
全
書
」
を
参
照
、
引
用
）

監
査
手
順

監
査
実
施

検
証
結
果

分
類

項
目

視
点

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト

監
査
手
続

関
係
資
料
／

（
回
答
者
）

対
象
先
／

（
回
答
者
）
実
施
日

監
査
人
名
○ ×
裏
づ
け
と
な
る
事
実
　
　
原
因

残
余
リ
ス
ク

改
善

提
案
書

番
号



研究会報告

79月刊監査研究　2011．1（No.443）

改　善　提　案　書

改善提案書番号：2010-01-01
発行日：2010/m/d

課題名：緊急時の購買要求手続の明確化と遵守の徹底

１．発見事項（ファインディング／Finding）
〔事実〕
（１）試作購買や設備購買の場合、設計部や生産技術部が書面で購買要求を行い、それをもとに資材

部が取引先へ書面で発注を行うルールとなっているが、監査対象期間の取引324件につき、設
計部や生産技術部から資材部に対して書面による購買要求がなされているか検証した結果、以
下の事実が判明した。

①　上記324件のうち３件は、注文書（控）に対応する購買要求書がなかった。いずれも緊急時の
電話依頼に基づくもので、後で購買要求書を出すよう資材部から購買要求部門へ伝えたものの、
未提出になっているとの説明があった。

②　３件の購買要求部門は２件が設計部で、１件が生産技術部であったが、設計部と生産技術部の
担当者に当時の状況を質問したところ、至急必要となり電話で依頼したが、納品後は現場の対
応に追われ、購買要求書を提出するのを失念してしまったとの説明があった。
また、設計部と生産技術部の上位者に尋ねたところ、緊急対応が必要となった背景と対応結

果を明確に記憶していたが、購買要求書を提出したかは部下に確かめなかったとのことであっ
た。

（２）緊急時対応につきマニュアル等で規定されているか検証した結果、いずれの購買要求部門（設
計部、生産技術部のほか生産管理部を含む）及び資材部のマニュアル等においても、緊急時対
応は規定されていないことが判明した。

〔原因〕
購買要求部門も資材部も、口頭連絡・事後提出によって速やかな緊急対応ができていたので、書面
発注を厳格に行う必要を感じていなかった。

〔残余リスク〕
緊急対応を装った購買要求書に基づかない発注のリスクがある。

２．改善提案（レコメンデーション／Recommendation ）
（1）〈資材部〉
書面発注においては、緊急対応時の購買要求の事実を確認し記録するプロセスの構築が必要であ
る。資材部は、電話依頼をしてきた購買要求部門宛てに発注内容を記載した文書を提出し、担当
者と承認者の押印を速やかに取得するなどにより、確実に記録を残す必要がある。

（2）〈購買要求部門及び資材部〉
購買要求部門及び資材部は、自部署のマニュアルに緊急時対応の手続を記載し、周知徹底させる
必要がある。

３．措置回答（マネジメントレスポンス／Management Response）
〔回答者：　　　　　回答日：2010/m/d〕

上記の改善提案に　　□　同意する　（Agree） □　同意しない　（Disagree）

改善計画（アクションプラン／Action Plan）（だれが/何を/いつまでに）

４．フォローアップ／Follow-up
〔予定日：2010/m/d〕⇒〔実施日：2010/m/d ／監査人： 〕

＜添付資料④－１＞
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改　善　提　案　書

改善提案書番号：2010-02-01
発行日：2010/m/d

課題名：売上計上手続の適正化

１．発見事項（ファインディング／Finding）
〔事実〕

①抽出した2009年３月度及び４月度の売上データ xx 件のうち、売上計上日と出荷帳票の出荷日が
一致しないもの（売上計上の前倒し）が△件（○○百万円相当）あった。
②上記△件が４月に出荷されたのは事実であったが、翌期首分の出荷実績の一部を前倒しして当期
の３月分として売上計上（変更入力）を行った。

〔原因〕

①通常は、出荷帳票に記入された日付で売上が計上されるようにコンピュータでデータ連係されて
いるが、販売業務部でデータの変更入力が可能であり、売上計上の変更が行われたため。
②期間の売上目標達成のために、売上データ（売上計上日）を手入力で変更するように管理者が担
当者に指示したため。

〔残余リスク〕

販売業務部で売上データを変更できることから、2009年４月度の売上として計上されるべきものが
同年３月度に計上されており、決算期（2009年３月）に修正されない場合「期間配分の適切性」が
損なわれるリスクがある。更に、売上高自体が改ざんされるリスクがある。

２．改善提案（レコメンデーション／Recommendation）
販売業務部にある売上データ変更入力の機能を経理部に移管（システム変更）し、売上データの変
更が必要な場合は、販売業務部の申請に基づき、経理部が変更入力を行うこと（提案先：販売業務
部、経理部）。

３．措置回答（マネジメントレスポンス／Management Response）
〔回答者： 回答日：2010/m/d〕

上記の改善提案に　□　同意する（Agree） □　同意しない（Disagree）

改善計画（アクションプラン／Action Plan）（だれが/何を/いつまでに）

４．フォローアップ／Follow-up
〔予定日：2010/m/d〕⇒〔実施日：2010/m/d ／監査人： 〕

＜添付資料④－２＞
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改　善　提　案　書

改善提案書番号：2010-03-01
発行日：2010/m/d

課題名：退職者･異動者のユーザーＩＤ管理の強化

１．発見事項（ファインディング／Finding）
（1）「アクセス権限付与規程」における不要ＩＤ削除規定の欠如
〔事実〕
同規程には『使用されていないユーザーＩＤがないかを定期的に確かめ、あった場合には削除す
ること』が定められていなかった。
〔原因〕
退職者のＩＤをそのままにしておくと不正アクセスが行われるリスクが残るというシステム管
理者の理解が薄く、定期的にモニタリングする必要性への認識がないことが原因である。
〔残余リスク〕
不要なＩＤ登録がないことを定期的に確かめるモニタリングのプロセスがないことから、不要
なＩＤが残っていると不正アクセスによる情報漏洩リスクがある。

（2）退職者・異動者のＩＤ登録の抹消・変更の遅延
〔事実〕
①３月１日付と３月15日付の退職者・異動者のＩＤ登録の抹消・変更が４月10日に行われていた。
②９月の退職者・異動者も調査したところ10月10日にＩＤ登録の抹消・変更が行われていた。
〔原因〕
抹消・変更手続が遅れる理由は、ＩＴ部の責任者によれば「ユーザーからの抹消・変更申請デ
ータがﾞ月末にまとめてＩＴ 部に送られてくるからであり、また、月初は業務が立て込んでいる
ため、ＩＴ部での処理が遅れてしまう」とのことである。
〔残余リスク〕
ＩＤ登録の抹消・変更手続が遅れており、その間に不正アクセスによる情報漏洩リスクがある。

２．改善提案（レコメンデーション／Recommendation）
（1） ＩＴ部は、「アクセス権限付与規程」に上記の内容を規定し、運用することが必要である。
（2）－1 ユーザー各部署は、抹消・変更申請書を対象者の異動日に即時に、又は異動予定日が決ま

った時点で事前にＩＴ部に送付することが必要である。
（2）－2 ＩＴ部は、承認者が不在時等の対応として、承認者の代理者を決めて権限委譲を行い、ユ

ーザーからの抹消・変更申請書を受領時次第、速やかに所定の手続を行うことが必要であ
る。

３．措置回答（マネジメントレスポンス／Management Response）
〔回答者： 回答日：2010/m/d〕

上記の改善提案に　　　□　同意する　（Agree） □　同意しない　（Disagree ）

改善計画（アクションプラン／Action Plan）（だれが/何を/いつまでに）
（1）
（2）

４．フォローアップ／Follow-up
〔予定日：2010/m/d〕⇒〔実施日：2010/m/d ／監査人： 〕

（1）
（2）

＜添付資料④－３＞




